
日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

な
品
物
で
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
量
に
な
る
か
、

き
ち
ん
と
業
者
に
伝
え
て
お
き
、
必
ず
引
越

し
当
日
ま
で
に
揃
え
て
お
く
。

勤
務
先
の
規
定
を
再
確
認

思
わ
ぬ
出
費
に
つ
な
が
る
こ
と
も
。

　
会
社
に
よ
る
費
用
負
担
で
送
る
こ
と
が
で

き
る
容
積
、
重
量
、
回
数
な
ど
は
企
業
に
よ

り
様
々
。
規
定
を
超
え
る
荷
物
は
、
も
ち
ろ

ん
自
費
で
の
輸
送
と
な
る
。
事
前
に
細
か
な

規
定
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
見
積
も
り
を
終

え
た
後
で
、
規
定
を
超
え
て
い
た
場
合
、
ま

ず
は
勤
め
先
と
相
談
を
。

2 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
め
る

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
め
る
に
は
、

輸
送
日
数
を
き
ち
ん
と
確
認
す
る
。

　
輸
送
日
数
は
、
輸
送
方
法
に
よ
っ
て
到
着

日
数
が
変
わ
る
。
荷
物
の
振
り
分
け
の
際
に

第

Ⅲ
章

帰
国
の
引
越
し

本
帰
国
が
決
ま
っ
た
ら
す
ぐ
に
取
り
掛
か
り
た
い
引
越
し
の
準
備
。

日
本
に
持
っ
て
帰
る
か
、
処
分
す
る
か
、
ど
ん
ど
ん
仕
分
け
を
し
よ
う
。

日
本
の
住
宅
の
大
き
さ
を
考
え
て
、
荷
物
を
選
ぶ
こ
と
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
。

引
越
し
準
備
を
始
め
る
前
に
、

ど
ん
な
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
か
今
一
度
、
確
認
を
。

準
備
❶ 

海
外
引
越
し
の
ポ
イ
ン
ト

1 

海
外
引
越
し
６
つ
の
ポ
イ
ン
ト

い
ざ
準
備
を
始
め
る
前
に

注
意
し
た
い
６
つ
の
ポ
イ
ン
ト

　
始
め
る
前
に
、
今
一
度
、
海
外
引
越
し
を

す
る
に
あ
た
っ
て
注
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を

押
さ
え
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
日
本
へ
の
海

外
引
越
し
に
お
い
て
、
特
に
気
を
つ
け
て
お

き
た
い
６
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
て
お
く
。

❶ 

生
活
の
場
を
ス
ム
ー
ズ
に

　 

移
す
た
め
の
引
越
し
計
画
を
。

　
日
本
に
到
着
後
の
生
活
を
ス
ム
ー
ズ
に
始

め
る
た
め
に
も
、
引
越
し
全
体
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
を
早
め
に
立
て
る
。
日
本
へ
の
帰
国
予

定
日
・
新
居
へ
の
入
居
予
定
日
の
め
ど
を
立

て
、
そ
れ
を
元
に
船
便
や
航
空
便
で
の
輸
送
、

さ
ら
に
日
本
に
残
し
て
お
い
た
荷
物
の
配
達

の
日
付
・
段
取
り
を
考
え
よ
う
。

1 

下
見
・
打
ち
合
わ
せ

本
帰
国
が
決
ま
っ
た
ら
、

ま
ず
は
下
見
を
手
配
す
る
。

　
ま
ず
は
引
越
し
業
者
を
選
定
し
、
下
見
と

打
ち
合
わ
せ
を
す
る
。
自
宅
ま
で
来
て
も
ら

っ
て
、
日
本
に
送
る
荷
物
の
確
認
、
引
越
し

日
程
の
確
認
を
す
る
。
本
帰
国
が
決
ま
っ
た

ら
、
す
ぐ
に
手
配
し
よ
う
。

下
見
ま
で
に
大
ま
か
な
荷
物
の
選
別
を
。

　
下
見
で
は
、
引
越
し
荷
物
と
し
て
送
る
荷

物
を
確
認
し
た
上
で
、
船
便
や
航
空
便
の
容

量
を
算
出
し
、
費
用
の
見
積
も
り
を
す
る
。

こ
の
時
ま
で
に
、
日
本
へ
送
る
荷
物
を
決
め

て
お
こ
う
。
加
え
て
船
便
で
送
る
か
、
航
空

便
で
送
る
か
に
つ
い
て
も
目
処
を
立
て
て
お

く
。
左
図「
お
荷
物
の
選
別
」を
参
照
し
よ
う
。

ま
た
、
お
土
産
な
ど
、
後
日
購
入
す
る
な
ど

し
て
荷
物
が
増
え
る
予
定
が
あ
れ
ば
、
ど
ん

引
越
し
の
流
れ
を
改
め
て
確
認
。

下
見
ま
で
に
大
ま
か
な
荷
物
の
め
ど
を
つ
け
て
お
く
。

準
備
❷

下
見
・
打
ち
合
わ
せ

❷ 

荷
物
と
そ
の
量
の
確
認
を
正
確
に
。

　
日
本
に
送
る
荷
物
を
選
別
す
る
際
、
必
ず

予
算
に
収
ま
る
か
、
あ
る
い
は
勤
務
先
の
規

定
に
収
ま
る
か
ど
う
か
、
前
も
っ
て
確
認
し

て
お
こ
う
。
引
越
し
当
日
に
な
っ
て
、
見
積

も
り
に
含
ま
れ
て
い
な
い
荷
物
が
増
え
る
と
、

思
わ
ぬ
出
費
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
る
の
で

要
注
意
だ
。

❸ 

輸
入
が
禁
止
・
規
制
さ
れ
て
い
る

　 

品
物
や
免
税
範
囲
に
注
意

　
赴
任
地
で
所
持
使
用
し
て
い
た
も
の
で
も
、

日
本
で
は
法
律
に
よ
り
輸
入
が
禁
止
さ
れ
て

い
る
、
あ
る
い
は
規
制
さ
れ
て
い
る
品
物
が

あ
る
。
十
分
注
意
し
て
確
認
す
る
こ
と
。
ま

た
、
お
土
産
品
や
帰
国
間
際
に
購
入
し
た
も

の
は
引
越
し
荷
物
と
い
え
ど
も
、
課
税
対
象

と
な
る
。
免
税
で
購
入
し
た
も
の
で
も
日
本

で
は
免
税
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
注
意
し

よ
う
。

❹ 

荷
物
の
安
全
を
考
慮
し
た

　 

最
適
な
梱
包
を
。

　
海
外
引
越
し
の
荷
物
は
、
船
や
飛
行
機
、

ト
ラ
ッ
ク
、
鉄
道
な
ど
に
よ
り
、
長
い
距
離

を
輸
送
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
輸
送
中
は
振

動
や
衝
撃
、
気
候
や
風
土
に
よ
る
温
湿
度
の

大
き
な
変
化
、
時
に
は
盗
難
の
危
険
に
さ
ら

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
輸
送
中
の
破
損
な
ど

に
備
え
、
荷
物
の
安
全
を
考
慮
し
た
最
適
な

梱
包
を
し
よ
う
。

❺ 

引
越
し
荷
物
に
保
険
を
か
け
る

　
海
外
引
越
し
は
、
多
く
の
人
の
手
を
経
て

輸
送
さ
れ
る
の
で
、
事
故
が
起
き
な
い
と
も

限
ら
な
い
。
し
か
も
、
輸
送
業
者
に
よ
る
損

害
の
補
償
は
、
運
送
約
款
に
よ
っ
て
限
定
さ

れ
て
い
る
の
で
、
貨
物
保
険
を
か
け
る
こ
と

が
大
切
だ
。
引
越
し
業
者
な
ど
に
問
い
合
わ

せ
て
お
く
こ
と
。

❻ 

帰
国
時
に「
携
帯
品
・
別
送
品
申
告
書
」

　 

を
記
入
・
提
出
す
る

　
日
本
に
到
着
し
た
引
越
し
荷
物
は
税
関
の

検
査
を
経
て
国
内
配
送
さ
れ
る
。
こ
の
時
、

各
種
書
類
が
必
要
と
な
る
が
、
な
か
で
も
日

本
入
国
時
に
作
成
す
る
「
携
帯
品
・
別
送
品

申
告
書
」
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
書

類
。
日
本
帰
国
時
に
忘
れ
ず
に
作
成
し
よ
う
。
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日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

な
品
物
で
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
量
に
な
る
か
、

き
ち
ん
と
業
者
に
伝
え
て
お
き
、
必
ず
引
越

し
当
日
ま
で
に
揃
え
て
お
く
。

勤
務
先
の
規
定
を
再
確
認

思
わ
ぬ
出
費
に
つ
な
が
る
こ
と
も
。

　
会
社
に
よ
る
費
用
負
担
で
送
る
こ
と
が
で

き
る
容
積
、
重
量
、
回
数
な
ど
は
企
業
に
よ

り
様
々
。
規
定
を
超
え
る
荷
物
は
、
も
ち
ろ

ん
自
費
で
の
輸
送
と
な
る
。
事
前
に
細
か
な

規
定
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
見
積
も
り
を
終

え
た
後
で
、
規
定
を
超
え
て
い
た
場
合
、
ま

ず
は
勤
め
先
と
相
談
を
。

2 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
め
る

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
め
る
に
は
、

輸
送
日
数
を
き
ち
ん
と
確
認
す
る
。

　
輸
送
日
数
は
、
輸
送
方
法
に
よ
っ
て
到
着

日
数
が
変
わ
る
。
荷
物
の
振
り
分
け
の
際
に

第

Ⅲ
章

帰
国
の
引
越
し

本
帰
国
が
決
ま
っ
た
ら
す
ぐ
に
取
り
掛
か
り
た
い
引
越
し
の
準
備
。

日
本
に
持
っ
て
帰
る
か
、
処
分
す
る
か
、
ど
ん
ど
ん
仕
分
け
を
し
よ
う
。

日
本
の
住
宅
の
大
き
さ
を
考
え
て
、
荷
物
を
選
ぶ
こ
と
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
。

引
越
し
準
備
を
始
め
る
前
に
、

ど
ん
な
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
か
今
一
度
、
確
認
を
。

準
備
❶ 

海
外
引
越
し
の
ポ
イ
ン
ト

1 

海
外
引
越
し
６
つ
の
ポ
イ
ン
ト

い
ざ
準
備
を
始
め
る
前
に

注
意
し
た
い
６
つ
の
ポ
イ
ン
ト

　
始
め
る
前
に
、
今
一
度
、
海
外
引
越
し
を

す
る
に
あ
た
っ
て
注
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を

押
さ
え
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
日
本
へ
の
海

外
引
越
し
に
お
い
て
、
特
に
気
を
つ
け
て
お

き
た
い
６
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
て
お
く
。

❶ 

生
活
の
場
を
ス
ム
ー
ズ
に

　 

移
す
た
め
の
引
越
し
計
画
を
。

　
日
本
に
到
着
後
の
生
活
を
ス
ム
ー
ズ
に
始

め
る
た
め
に
も
、
引
越
し
全
体
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
を
早
め
に
立
て
る
。
日
本
へ
の
帰
国
予

定
日
・
新
居
へ
の
入
居
予
定
日
の
め
ど
を
立

て
、
そ
れ
を
元
に
船
便
や
航
空
便
で
の
輸
送
、

さ
ら
に
日
本
に
残
し
て
お
い
た
荷
物
の
配
達

の
日
付
・
段
取
り
を
考
え
よ
う
。

1 

下
見
・
打
ち
合
わ
せ

本
帰
国
が
決
ま
っ
た
ら
、

ま
ず
は
下
見
を
手
配
す
る
。

　
ま
ず
は
引
越
し
業
者
を
選
定
し
、
下
見
と

打
ち
合
わ
せ
を
す
る
。
自
宅
ま
で
来
て
も
ら

っ
て
、
日
本
に
送
る
荷
物
の
確
認
、
引
越
し

日
程
の
確
認
を
す
る
。
本
帰
国
が
決
ま
っ
た

ら
、
す
ぐ
に
手
配
し
よ
う
。

下
見
ま
で
に
大
ま
か
な
荷
物
の
選
別
を
。

　
下
見
で
は
、
引
越
し
荷
物
と
し
て
送
る
荷

物
を
確
認
し
た
上
で
、
船
便
や
航
空
便
の
容

量
を
算
出
し
、
費
用
の
見
積
も
り
を
す
る
。

こ
の
時
ま
で
に
、
日
本
へ
送
る
荷
物
を
決
め

て
お
こ
う
。
加
え
て
船
便
で
送
る
か
、
航
空

便
で
送
る
か
に
つ
い
て
も
目
処
を
立
て
て
お

く
。
左
図「
お
荷
物
の
選
別
」を
参
照
し
よ
う
。

ま
た
、
お
土
産
な
ど
、
後
日
購
入
す
る
な
ど

し
て
荷
物
が
増
え
る
予
定
が
あ
れ
ば
、
ど
ん

引
越
し
の
流
れ
を
改
め
て
確
認
。

下
見
ま
で
に
大
ま
か
な
荷
物
の
め
ど
を
つ
け
て
お
く
。

準
備
❷

下
見
・
打
ち
合
わ
せ

❷ 

荷
物
と
そ
の
量
の
確
認
を
正
確
に
。

　
日
本
に
送
る
荷
物
を
選
別
す
る
際
、
必
ず

予
算
に
収
ま
る
か
、
あ
る
い
は
勤
務
先
の
規

定
に
収
ま
る
か
ど
う
か
、
前
も
っ
て
確
認
し

て
お
こ
う
。
引
越
し
当
日
に
な
っ
て
、
見
積

も
り
に
含
ま
れ
て
い
な
い
荷
物
が
増
え
る
と
、

思
わ
ぬ
出
費
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
る
の
で

要
注
意
だ
。

❸ 

輸
入
が
禁
止
・
規
制
さ
れ
て
い
る

　 

品
物
や
免
税
範
囲
に
注
意

　
赴
任
地
で
所
持
使
用
し
て
い
た
も
の
で
も
、

日
本
で
は
法
律
に
よ
り
輸
入
が
禁
止
さ
れ
て

い
る
、
あ
る
い
は
規
制
さ
れ
て
い
る
品
物
が

あ
る
。
十
分
注
意
し
て
確
認
す
る
こ
と
。
ま

た
、
お
土
産
品
や
帰
国
間
際
に
購
入
し
た
も

の
は
引
越
し
荷
物
と
い
え
ど
も
、
課
税
対
象

と
な
る
。
免
税
で
購
入
し
た
も
の
で
も
日
本

で
は
免
税
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
注
意
し

よ
う
。

❹ 

荷
物
の
安
全
を
考
慮
し
た

　 

最
適
な
梱
包
を
。

　
海
外
引
越
し
の
荷
物
は
、
船
や
飛
行
機
、

ト
ラ
ッ
ク
、
鉄
道
な
ど
に
よ
り
、
長
い
距
離

を
輸
送
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
輸
送
中
は
振

動
や
衝
撃
、
気
候
や
風
土
に
よ
る
温
湿
度
の

大
き
な
変
化
、
時
に
は
盗
難
の
危
険
に
さ
ら

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
輸
送
中
の
破
損
な
ど

に
備
え
、
荷
物
の
安
全
を
考
慮
し
た
最
適
な

梱
包
を
し
よ
う
。

❺ 

引
越
し
荷
物
に
保
険
を
か
け
る

　
海
外
引
越
し
は
、
多
く
の
人
の
手
を
経
て

輸
送
さ
れ
る
の
で
、
事
故
が
起
き
な
い
と
も

限
ら
な
い
。
し
か
も
、
輸
送
業
者
に
よ
る
損

害
の
補
償
は
、
運
送
約
款
に
よ
っ
て
限
定
さ

れ
て
い
る
の
で
、
貨
物
保
険
を
か
け
る
こ
と

が
大
切
だ
。
引
越
し
業
者
な
ど
に
問
い
合
わ

せ
て
お
く
こ
と
。

❻ 

帰
国
時
に「
携
帯
品
・
別
送
品
申
告
書
」

　 

を
記
入
・
提
出
す
る

　
日
本
に
到
着
し
た
引
越
し
荷
物
は
税
関
の

検
査
を
経
て
国
内
配
送
さ
れ
る
。
こ
の
時
、

各
種
書
類
が
必
要
と
な
る
が
、
な
か
で
も
日

本
入
国
時
に
作
成
す
る
「
携
帯
品
・
別
送
品

申
告
書
」
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
書

類
。
日
本
帰
国
時
に
忘
れ
ず
に
作
成
し
よ
う
。
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日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

は
そ
れ
を
元
に
考
え
よ
う
。
ま
た
航
空
機
、

船
の
航
海
日
数
だ
け
で
な
く
、
引
越
し
当
日

か
ら
日
本
で
の
配
達
ま
で
の
総
日
数
が
、
実

際
の
輸
送
日
数
と
な
る
の
で
注
意
し
よ
う
。

（
下
図「
ご
自
宅
ま
で
の
輸
送
日
数
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
」）
ま
た
、
季
節
、
政
治
情
勢
、
天
候
、

震
災
、
戦
争
、
景
気
動
向
な
ど
に
よ
っ
て
も
、

輸
送
の
日
数
が
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
。
事

前
に
依
頼
し
た
業
者
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
。

　
ま
た
、
海
外
か
ら
の
引
越
し
荷
物
は
、
日

本
輸
入
時
に
通
関
の
許
可
を
得
る
必
要
が
あ

り
、
書
類
が
不
足
し
て
い
る
場
合
な
ど
に
は
、

日
数
が
か
か
る
の
で
、
こ
ち
ら
も
業
者
に

確
認
を
。

ご自宅 空港（港）からの
輸送期間

日本への
輸送期間

倉庫への
輸送期間 海外の自宅

ご自宅までの輸送日数スケジュール（経路）

標準的な海外引越サービスの流れ

お荷物の選別 お荷物の選別にあたっては、次の項目を参考にしてください。

携帯品 日本へ送るもの

処分するもの

知人や後任の方に
お譲りするもの

出発間際まで使用し、帰国後、
�すぐに必要となるものや貴重品など

梱包明細書の作成 梱包、お引き取り 梱包材料のお届け 下見・打合せ

申告書を預ける 手荷物検査時の
別送品の申告

機内での別送品
申告書作成（2部）

航空便・船便
での�輸送

お荷物の配達 輸入通関 輸入通関、
配達の�打合せ

帰国後、早い時期に必要となるもの

その他のもの船　便

航空便
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日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

20

を
抜
い
て
お
く
な
ど
、
細
か
な
点
に
も
注
意

を
。
以
下
の
表
を
参
考
に
、
準
備
を
進
め
る
。

　
な
お
、
自
分
自
身
で
梱
包
し
た
い
荷
物
が

あ
る
場
合
は
、
事
前
に
ダ
ン
ボ
ー
ル
を
も
ら

い
、
梱
包
と
梱
包
明
細
書
の
作
成
を
行
う
。

詳
細
は
準
備
５
を
参
照
し
よ
う
。

■
必
ず
携
帯
品
と
し
て
持
っ
て
い
く
も
の

　
次
の
も
の
は
必
ず
携
帯
品
と
し
て
持
っ
て

い
く
こ
と
。

・
パ
ス
ポ
ー
ト
、
航
空
券

・
宝
石
、
貴
金
属
、
高
価
な
装
身
具
（
腕
時

計
も
含
む
）

・
貨
幣
、
紙
幣

・
株
券
、
債
券
、
証
券
、
預
貯
金
通
帳

・
ノ
ー
ト
型
パ
ソ
コ
ン
、
携
帯
で
き
る
精
密

機
器

・
代
替
が
不
可
能
な
大
切
な
も
の

仕
分
け
が
最
大
の
ポ
イ
ン
ト

コ
ツ
コ
ツ
進
め
て
、
ス
ム
ー
ズ
な
引
越
し
を

　
や
は
り
、
引
越
し
準
備
に
お
い
て
荷
物
の

仕
分
け
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
。
不
用
品
の
処

分
、
船
便
、
航
空
便
の
仕
分
け
、
新
品
の
購

入
。
さ
ら
に
、
日
本
へ
持
ち
込
み
が
で
き
な

い
品
物
の
確
認
も
必
要
だ
。

　
次
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
参
考
に
、
ど

ん
ど
ん
作
業
を
進
め
よ
う
。

1 

荷
物
の
仕
分
け

日
本
で
の
生
活
を
イ
メ
ー
ジ
し
て

持
っ
て
い
く
も
の
を
厳
選
す
る
。

　
日
本
で
の
生
活
ス
タ
イ
ル
や
、
品
物
の
必

要
度
、
引
越
し
予
算
な
ど
に
合
わ
せ
て
荷
物

を
選
別
す
る
。
一
般
的
に
、
日
本
の
住
居
は

海
外
よ
り
小
さ
い
の
で
、
家
具
な
ど
の
大
き

な
も
の
は
入
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
日
本
へ

持
っ
て
帰
っ
た
も
の
の
、
使
え
ず
に
処
分
す

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

　
そ
の
上
で
、
日
本
に
持
っ
て
い
く
も
の
は
、

船
便
、
航
空
便
、
手
荷
物
に
分
け
、
引
越
し

当
日
に
ス
ム
ー
ズ
に
梱
包
が
で
き
る
よ
う
に

仕
分
け
を
す
る
。
例
え
ば
、
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト

の
中
身
を
船
便
で
送
る
も
の
と
、
航
空
便
で

送
る
物
に
整
理
し
、
ハ
ン
ガ
ー
に
付
箋
を
貼

る
な
ど
し
て
、
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
に
す
る
。

貴
重
品
は
基
本
的
に
は
手
荷
物
で
持
っ
て
い

く
の
で
、
引
き
出
し
や
、
棚
な
ど
い
ろ
い
ろ

な
と
こ
ろ
に
保
管
し
て
あ
る
場
合
に
は
、
一

箇
所
に
ま
と
め
て
お
き
、
間
違
え
て
引
越
し

荷
物
と
し
て
引
き
渡
さ
な
い
よ
う
に
、
別
に

し
ま
っ
て
お
く
。

処
分
す
る
も
の
は
、
早
め
に
計
画
を
。

　
帰
国
ま
で
に
処
分
で
き
る
よ
う
手
配
を
始

め
る
。
引
越
し
の
第
一
歩
は
不
用
品
の
処
分

か
ら
と
も
言
わ
れ
る
。
知
人
や
後
任
者
に
譲

っ
た
り
、
廃
棄
し
た
り
し
て
処
分
し
て
い
く
。

日
本
で
の
廃
棄
処
分
は
有
料
な
の
で
、
注
意

す
る
。

新
品
の
購
入
は
早
め
に
す
ま
せ
る
。

レ
シ
ー
ト
コ
ピ
ー
を
忘
れ
ず
に
。

　
本
帰
国
の
お
土
産
、
あ
る
い
は
自
分
へ
の

記
念
品
な
ど
、
本
帰
国
が
決
ま
っ
て
か
ら
、

購
入
し
て
お
き
た
い
も
の
も
あ
る
。
本
帰
国

直
前
は
非
常
に
忙
し
く
な
る
の
で
、
早
め
早

め
に
購
入
し
て
お
こ
う
。
ま
た
、
個
人
目
的

の
品
物
で
も
、
新
品
は
日
本
入
国
時
に
課
税

対
象
と
な
る
。
価
格
を
証
明
す
る
た
め
に
、

レ
シ
ー
ト
コ
ピ
ー
を
必
ず
用
意
し
て
お
こ
う
。

2 

梱
包
の
準
備

衣
類
の
湿
気
を
取
る
、

デ
ー
タ
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
取
る
…

梱
包
の
た
め
の
準
備
を
進
め
る
。

　
荷
物
は
基
本
的
に
引
越
し
当
日
に
業
者
が

梱
包
し
て
く
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
。
た
だ

し
、
業
者
に
梱
包
し
て
も
ら
う
も
の
も
、
長

期
の
輸
送
に
備
え
て
準
備
を
し
て
お
こ
う
。

　
衣
類
は
よ
く
干
し
て
湿
気
を
と
っ
て
お
き
、

パ
ソ
コ
ン
類
は
デ
ー
タ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を

と
っ
て
お
く
。
そ
の
他
、
電
気
製
品
の
電
池

時
間
が
か
か
る
仕
分
け
の
作
業
。

持
っ
て
帰
る
も
の
、
処
分
す
る
も
の
に
明
確
に
仕
分
け
す
る
。

準
備
❸

荷
物
の
仕
分
け

ステレオなどのコード類は、目印
を付けておくと接続するときに便
利です。

電気製品

データはすべてバックアップしてお
いてください。

パソコン・デジカメ類

鍵の掛かるものは、日本の税関で
中を検査される場合がありますの
で、鍵を掛けないでください。

鍵の掛かるもの

必ず、手荷物でお持ちください。

貴金属・アクセサリー

よく干して、湿気をとっておいてく
ださい。

衣類・寝具

異なる種類のものを一緒にするとシミ
になることがありますので注意してく
ださい。（荷物に入れられない地域が
あります。）

防虫剤

汚れを落とし、湿気を取っておいて
ください。

靴

引越当日梱包しますので、そのまま
にしておいてください。

食器類

液体もの

瓶類はできるだけ避けて、プラス
チック容器などにしてください。

米、酒、DVD、ビデオテープ

通関の際検査となりますので、そ
れぞれひとまとめにしておいてくだ
さい。

乾電池付きの製品

音が鳴る、光る、振動することによ
り、爆発物と誤解される恐れがあるの
で、必ず電池を取り外しておいてくだ
さい。（懐中電灯、おもちゃなど）

冷蔵庫

中身を処分し、引き取りの前日ま
でに電源を切って霜取りをしてお
いてください。

■ 各種荷物の梱包前準備
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日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

20

を
抜
い
て
お
く
な
ど
、
細
か
な
点
に
も
注
意

を
。
以
下
の
表
を
参
考
に
、
準
備
を
進
め
る
。

　
な
お
、
自
分
自
身
で
梱
包
し
た
い
荷
物
が

あ
る
場
合
は
、
事
前
に
ダ
ン
ボ
ー
ル
を
も
ら

い
、
梱
包
と
梱
包
明
細
書
の
作
成
を
行
う
。

詳
細
は
準
備
５
を
参
照
し
よ
う
。

■
必
ず
携
帯
品
と
し
て
持
っ
て
い
く
も
の

　
次
の
も
の
は
必
ず
携
帯
品
と
し
て
持
っ
て

い
く
こ
と
。

・
パ
ス
ポ
ー
ト
、
航
空
券

・
宝
石
、
貴
金
属
、
高
価
な
装
身
具
（
腕
時

計
も
含
む
）

・
貨
幣
、
紙
幣

・
株
券
、
債
券
、
証
券
、
預
貯
金
通
帳

・
ノ
ー
ト
型
パ
ソ
コ
ン
、
携
帯
で
き
る
精
密

機
器

・
代
替
が
不
可
能
な
大
切
な
も
の

仕
分
け
が
最
大
の
ポ
イ
ン
ト

コ
ツ
コ
ツ
進
め
て
、
ス
ム
ー
ズ
な
引
越
し
を

　
や
は
り
、
引
越
し
準
備
に
お
い
て
荷
物
の

仕
分
け
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
。
不
用
品
の
処

分
、
船
便
、
航
空
便
の
仕
分
け
、
新
品
の
購

入
。
さ
ら
に
、
日
本
へ
持
ち
込
み
が
で
き
な

い
品
物
の
確
認
も
必
要
だ
。

　
次
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
参
考
に
、
ど

ん
ど
ん
作
業
を
進
め
よ
う
。

1 

荷
物
の
仕
分
け

日
本
で
の
生
活
を
イ
メ
ー
ジ
し
て

持
っ
て
い
く
も
の
を
厳
選
す
る
。

　
日
本
で
の
生
活
ス
タ
イ
ル
や
、
品
物
の
必

要
度
、
引
越
し
予
算
な
ど
に
合
わ
せ
て
荷
物

を
選
別
す
る
。
一
般
的
に
、
日
本
の
住
居
は

海
外
よ
り
小
さ
い
の
で
、
家
具
な
ど
の
大
き

な
も
の
は
入
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
日
本
へ

持
っ
て
帰
っ
た
も
の
の
、
使
え
ず
に
処
分
す

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

　
そ
の
上
で
、
日
本
に
持
っ
て
い
く
も
の
は
、

船
便
、
航
空
便
、
手
荷
物
に
分
け
、
引
越
し

当
日
に
ス
ム
ー
ズ
に
梱
包
が
で
き
る
よ
う
に

仕
分
け
を
す
る
。
例
え
ば
、
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト

の
中
身
を
船
便
で
送
る
も
の
と
、
航
空
便
で

送
る
物
に
整
理
し
、
ハ
ン
ガ
ー
に
付
箋
を
貼

る
な
ど
し
て
、
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
に
す
る
。

貴
重
品
は
基
本
的
に
は
手
荷
物
で
持
っ
て
い

く
の
で
、
引
き
出
し
や
、
棚
な
ど
い
ろ
い
ろ

な
と
こ
ろ
に
保
管
し
て
あ
る
場
合
に
は
、
一

箇
所
に
ま
と
め
て
お
き
、
間
違
え
て
引
越
し

荷
物
と
し
て
引
き
渡
さ
な
い
よ
う
に
、
別
に

し
ま
っ
て
お
く
。

処
分
す
る
も
の
は
、
早
め
に
計
画
を
。

　
帰
国
ま
で
に
処
分
で
き
る
よ
う
手
配
を
始

め
る
。
引
越
し
の
第
一
歩
は
不
用
品
の
処
分

か
ら
と
も
言
わ
れ
る
。
知
人
や
後
任
者
に
譲

っ
た
り
、
廃
棄
し
た
り
し
て
処
分
し
て
い
く
。

日
本
で
の
廃
棄
処
分
は
有
料
な
の
で
、
注
意

す
る
。

新
品
の
購
入
は
早
め
に
す
ま
せ
る
。

レ
シ
ー
ト
コ
ピ
ー
を
忘
れ
ず
に
。

　
本
帰
国
の
お
土
産
、
あ
る
い
は
自
分
へ
の

記
念
品
な
ど
、
本
帰
国
が
決
ま
っ
て
か
ら
、

購
入
し
て
お
き
た
い
も
の
も
あ
る
。
本
帰
国

直
前
は
非
常
に
忙
し
く
な
る
の
で
、
早
め
早

め
に
購
入
し
て
お
こ
う
。
ま
た
、
個
人
目
的

の
品
物
で
も
、
新
品
は
日
本
入
国
時
に
課
税

対
象
と
な
る
。
価
格
を
証
明
す
る
た
め
に
、

レ
シ
ー
ト
コ
ピ
ー
を
必
ず
用
意
し
て
お
こ
う
。

2 

梱
包
の
準
備

衣
類
の
湿
気
を
取
る
、

デ
ー
タ
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
取
る
…

梱
包
の
た
め
の
準
備
を
進
め
る
。

　
荷
物
は
基
本
的
に
引
越
し
当
日
に
業
者
が

梱
包
し
て
く
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
。
た
だ

し
、
業
者
に
梱
包
し
て
も
ら
う
も
の
も
、
長

期
の
輸
送
に
備
え
て
準
備
を
し
て
お
こ
う
。

　
衣
類
は
よ
く
干
し
て
湿
気
を
と
っ
て
お
き
、

パ
ソ
コ
ン
類
は
デ
ー
タ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を

と
っ
て
お
く
。
そ
の
他
、
電
気
製
品
の
電
池

時
間
が
か
か
る
仕
分
け
の
作
業
。

持
っ
て
帰
る
も
の
、
処
分
す
る
も
の
に
明
確
に
仕
分
け
す
る
。

準
備
❸

荷
物
の
仕
分
け

ステレオなどのコード類は、目印
を付けておくと接続するときに便
利です。

電気製品

データはすべてバックアップしてお
いてください。

パソコン・デジカメ類

鍵の掛かるものは、日本の税関で
中を検査される場合がありますの
で、鍵を掛けないでください。

鍵の掛かるもの

必ず、手荷物でお持ちください。

貴金属・アクセサリー

よく干して、湿気をとっておいてく
ださい。

衣類・寝具

異なる種類のものを一緒にするとシミ
になることがありますので注意してく
ださい。（荷物に入れられない地域が
あります。）

防虫剤

汚れを落とし、湿気を取っておいて
ください。

靴

引越当日梱包しますので、そのまま
にしておいてください。

食器類

液体もの

瓶類はできるだけ避けて、プラス
チック容器などにしてください。

米、酒、DVD、ビデオテープ

通関の際検査となりますので、そ
れぞれひとまとめにしておいてくだ
さい。

乾電池付きの製品

音が鳴る、光る、振動することによ
り、爆発物と誤解される恐れがあるの
で、必ず電池を取り外しておいてくだ
さい。（懐中電灯、おもちゃなど）

冷蔵庫

中身を処分し、引き取りの前日ま
でに電源を切って霜取りをしてお
いてください。

■ 各種荷物の梱包前準備
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日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

　
ま
だ
ま
だ
現
地
生
活
で
必
要
な
も
の
や
、
帰

国
後
す
ぐ
に
必
要
な
も
の
は
航
空
便
に
。
大
き

な
も
の
、
す
ぐ
に
は
必
要
な
い
も
の
は
船
便
に
。

　
荷
物
の
仕
分
け
が
出
来
た
ら
、
最
終
的
に
は

「
Ｓ
Ｅ
Ａ（
船
便
）」と「
Ａ
Ｉ
Ｒ（
航
空
便
）」が

わ
か
る
よ
う
に
整
理
し
て
、
引
越
し
当
日
に
ス

ム
ー
ズ
に
引
き
渡
せ
る
よ
う
準
備
を
し
ま
す
。

　
こ
の
時
、
工
夫
し
た
い
の
が
「
わ
か
り
や
す

い
仕
分
け
」。
複
数
の
引
越
し
ス
タ
ッ
フ
が
来

た
時
に
、
各
ス
タ
ッ
フ
が
正
し
く
船
便
・
航
空

便
と
し
て
梱
包
・
搬
出
作
業
が
で
き
る
よ
う
、

パ
ッ
と
見
て
「
Ｓ
Ｅ
Ａ
」
か
「
Ａ
Ｉ
Ｒ
」
か
、
わ

か
る
よ
う
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
手
荷
物
と
し
て
ま
と
め
て
お
く
べ
き
も
の
、

帰
国
日
ま
で
に
処
分
が
必
要
な
も
の
も
、
引
き

渡
す
荷
物
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
ど
ん
ど
ん
ク

リ
ア
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
便
利
な
の
は
、
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
や
タ
ン
ス
の

引
き
出
し
を
使
っ
た
り
、
付
箋
や
テ
ー
プ
を
貼

っ
て
、
わ
か
り
や
す
く
し
て
お
く
こ
と
。
こ
こ

で
は
そ
の
ヒ
ン
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

工
夫
を
凝
ら
し
て〝
わ
か
り
や
す
い
仕
分
け
〟を
！

日
通
の
引
越
し
ア
ド
バ
イ
ス
１

21



日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

　
海
外
引
越
し
は
、
初
め
て
じ
ゃ
な
い
か
ら

大
丈
夫
！
と
思
っ
て
も
、
思
い
の
外
、
引
越

し
当
日
に
い
ろ
ん
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て

い
ま
す
。
注
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え

て
、
引
越
し
当
日
ま
で
に
準
備
を
済
ま
せ
ま

し
ょ
う
。

そ
の
① 

行
き
先
が
明
確
な
仕
分
け
を
！

　
引
越
し
当
日
。
仕
分
け
も
で
き
た
の
で
、

あ
と
は
業
者
に
引
き
渡
す
だ
け
、
と
思
い
き

や
「
わ
か
り
や
す
い
」
仕
分
け
が
出
来
て
い

な
い
と
、
な
か
な
か
作
業
が
進
み
ま
せ
ん
。

引
越
し
業
者
に
都
度
指
示
を
し
て
い
て
は
時

間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
航
空
便
は
一
つ
の
部
屋
に
集
め
る
。
大
き

な
荷
物
は
船
便
・
航
空
便
の
付
箋
を
付
け
る
、

な
ど
、
複
数
人
の
ス
タ
ッ
フ
が
来
て
も
、
同

時
に
作
業
が
で
き
る
よ
う
、
仕
分
け
は
「
わ

か
り
や
す
く
」準
備
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

そ
の
② 

必
要
な
も
の
は
早
め
に
準
備

　
お
土
産
、
自
分
の
記
念
品
な
ど
な
ど
、
い

ざ
本
帰
国
が
決
ま
る
と
新
た
に
購
入
す
べ
き

も
の
が
出
て
き
ま
す
。
と
は
言
え
、
帰
国
直

前
は
送
別
会
や
、
学
校
の
手
続
き
な
ど
何
か

と
多
忙
。
計
画
的
に
買
い
物
の
予
定
を
立
て

て
お
か
な
い
と
、
当
日
慌
て
て
し
ま
う
こ
と

も
。 よ

く
あ
る
ト
ラ
ブ
ル
！

油
断
せ
ず
に
今
一
度
、

確
認
を
！

日
通
の
引
越
し

ア
ド
バ
イ
ス
２

22



日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

　
海
外
引
越
し
は
、
初
め
て
じ
ゃ
な
い
か
ら

大
丈
夫
！
と
思
っ
て
も
、
思
い
の
外
、
引
越

し
当
日
に
い
ろ
ん
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て

い
ま
す
。
注
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え

て
、
引
越
し
当
日
ま
で
に
準
備
を
済
ま
せ
ま

し
ょ
う
。

そ
の
① 

行
き
先
が
明
確
な
仕
分
け
を
！

　
引
越
し
当
日
。
仕
分
け
も
で
き
た
の
で
、

あ
と
は
業
者
に
引
き
渡
す
だ
け
、
と
思
い
き

や
「
わ
か
り
や
す
い
」
仕
分
け
が
出
来
て
い

な
い
と
、
な
か
な
か
作
業
が
進
み
ま
せ
ん
。

引
越
し
業
者
に
都
度
指
示
を
し
て
い
て
は
時

間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
航
空
便
は
一
つ
の
部
屋
に
集
め
る
。
大
き

な
荷
物
は
船
便
・
航
空
便
の
付
箋
を
付
け
る
、

な
ど
、
複
数
人
の
ス
タ
ッ
フ
が
来
て
も
、
同

時
に
作
業
が
で
き
る
よ
う
、
仕
分
け
は
「
わ

か
り
や
す
く
」準
備
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

そ
の
② 

必
要
な
も
の
は
早
め
に
準
備

　
お
土
産
、
自
分
の
記
念
品
な
ど
な
ど
、
い

ざ
本
帰
国
が
決
ま
る
と
新
た
に
購
入
す
べ
き

も
の
が
出
て
き
ま
す
。
と
は
言
え
、
帰
国
直

前
は
送
別
会
や
、
学
校
の
手
続
き
な
ど
何
か

と
多
忙
。
計
画
的
に
買
い
物
の
予
定
を
立
て

て
お
か
な
い
と
、
当
日
慌
て
て
し
ま
う
こ
と

も
。 よ

く
あ
る
ト
ラ
ブ
ル
！

油
断
せ
ず
に
今
一
度
、

確
認
を
！

日
通
の
引
越
し

ア
ド
バ
イ
ス
２

22

日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

　
必
ず
、
新
た
に
購
入
す
べ
き
も
の
は
何
か
、

リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
上
で
、
計
画
的
に
準
備

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

そ
の
③ 
荷
物
の
見
落
と
し
に
注
意
。

　
荷
物
を
す
べ
て
引
き
渡
し
た
と
思
っ
た
ら
、

思
わ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
荷
物
が
出
て
き
た
、
な

ん
て
こ
と
も
。
特
に
、
普
段
は
使
っ
て
い
な

い
お
部
屋
が
あ
る
な
ら
要
注
意
。
着
任
当
初

に
案
外
、
荷
物
を
置
い
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　
下
見
の
前
に
住
居
の
隅
々
ま
で
荷
物
が
な

い
か
確
認
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
引
越
し

当
日
に
荷
物
を
追
加
す
る
と
、
そ
の
分
、
料

金
も
追
加
さ
れ
、
思
わ
ぬ
出
費
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

そ
の
④ 

パ
ス
ポ
ー
ト
、
貴
重
品
は
手
荷
物
に
。

　
無
事
、
引
越
し
が
終
わ
り
、
明
日
は
日
本

へ
帰
国
…
と
思
っ
て
い
た
ら
、
パ
ス
ポ
ー
ト

が
見
当
た
ら
な
い
！
な
ん
て
こ
と
は
避
け
た

い
も
の
で
す
。
パ
ス
ポ
ー
ト
や
航
空
券
、
そ

の
他
手
荷
物
と
し
て
持
っ
て
い
く
べ
き
貴
重

品
を
、
誤
っ
て
引
越
し
業
者
に
引
き
渡
し
て

し
ま
わ
な
い
よ
う
、
注
意
が
必
要
で
す
。

　
手
荷
物
と
し
て
別
の
場
所
に
ひ
と
ま
と
め

に
し
て
保
管
し
て
お
く
と
良
い
で
し
ょ
う
。

いる？いらない？
すぐ使う？or後でもよい？

海外の引越しには、
「仕分け」の視点を
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日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

 

お客様各位 

『ここに、貴店の正式名称を記載ねがいます』 

 

輸入者確認票及び貴重品管理に関するお願い 

 

1．下記の点についてお客様によるご確認をお願いいたします 

 

Ａ．本日お預かりするお荷物の中身を全て把握されていますか？    □はい  □いいえ 

  

Ｂ．この荷物は、全てお客様ご自身のお荷物ですか？           □はい  □いいえ 

  

Ｃ．販売または転売目的のものはこの荷物の中にありますか？     □いいえ  □はい 

  

Ｄ．このお荷物の中に日本で輸入が禁止されている次の物は入っていませんか？ 

□ない   □ある 

  ①麻薬、向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤、MDMA など 

  ②拳銃等の銃砲、これらの銃砲弾や拳銃部品など 

  ③ダイナマイトなどの爆発物や火薬、化学兵器などの原材料  

  ④紙幣、貨幣、有価証券、クレジットカードなどの偽造品 

  ⑤偽ブランド品、海賊版などの知的財産侵害物品 

  ⑥わいせつ画像、児童ポルノなど 

（既成の印刷物やビデオテープ、DVD だけでなく、インターネットからダウンロード 

した画像や動画が記録された DVD 等のメディア、パソコンのハードディスクも対象です。) 

              

 

上記品物は、日本の法律で輸入が禁止されております。税関でこれら輸入禁止品が発見された

場合、通関手続きが遅れるだけでなく、法令により処罰される可能性がありますのでお荷物には

絶対に入れない様お願いいたします。もし輸入禁止品が発見された場合、当社の作業料金（最低

約３万円）を別途申し受けます。 

  

Ｅ．このお荷物の中に次の日本への持込制限品が入っていませんか？  

□ない   □ある 

  ①猟銃、空気銃及び日本刀などの刀剣類 

   （猟銃、改造空気銃、刃渡り 5.5cm 以上の剣は、銃刀法により原則所持禁止） 

  ②ワシントン条約により輸入が制限されている動植物及びその製品 

   （ワニ、ヘビ、リクガメ、象牙、ジャコウ、サボテンなど） 

  ③事前に検疫が必要な生きた動植物、肉製品（ソーセージ、ジャーキー類を含む）、野菜、 

果物、米など 

上記 1，２，３項の記載内容に相違ありません。 

 

 

日付 ：       年    月     日     ご署名                        

  ④医薬品医療機器等法、薬機法により規制を受ける量の医薬品、医薬部外品、使い捨てコン 

タクトレンズ（一人当たり２ヵ月分超）、化粧品類（一人当たり品目毎に２４個超）など 

 

※上記内容につきましては、税関の指導に基づき当社が確認させていただいております。 

2 1
輸
入
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

品
物

輸
入
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
品
物
は

細
心
の
注
意
を
。

　
日
本
へ
の
持
ち
込
み
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

品
物
に
つ
い
て
必
ず
確
認
を
（
表
１-

１
）。 

こ
れ
に
反
す
る
と
関
税
法
な
ど
で
処
罰
さ
れ

た
り
、
税
関
当
局
か
ら
没
収
廃
棄
ま
た
は
積

戻
し
を
命
令
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
ま
た
、
日
本
到
着
時
の
税
関
審
査
に
お
い

て
輸
入
禁
止
品
が
発
見
さ
れ
、
引
越
し
業
社

側
に
予
定
外
の
手
続
き
・
作
業
が
発
生
し
た

場
合
に
は
、
作
業
に
か
か
っ
た
諸
費
用
は
も

ち
ろ
ん
自
己
負
担
と
な
る
。

　
誤
っ
て
輸
入
禁
止
品
が
荷
物
に
混
入
し
て

い
な
い
か
ど
う
か
、
改
め
て
確
認
す
る
た
め

に
、
引
越
し
業
者
が
下
図
の
よ
う
な
「
輸
入

者
確
認
票
」
を
用
意
し
て
い
る
の
で
、
自
分

自
身
で
記
入
し
、
再
確
認
し
よ
う
。

輸
入
が
規
制
さ
れ
て
い
る

品
物

毛
皮
や
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
ク
な
ど
。

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
よ
り
規
制
さ
れ
る
も
の

　「
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の

種
の
国
際
取
引
に
関
す
る
条
約
」（
ワ
シ
ン

ト
ン
条
約
）
に
基
づ
き
、
動
植
物
の
多
く
の

も
の
が
輸
出
入
の
規
制
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
こ
の
条
約
で
定
め
た
機
関
の
発
行

す
る
書
類
な
ど
（
種
類
に
よ
り
異
な
る
が
、

輸
出
許
可
証
経
済
産
業
省
の
発
行
し
た
輸
入

承
認
証
な
ど
）
が
な
い
と
輸
入
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
は
生
き
て
い
る
動
植
物
だ
け
で
は
な

く
、
漢
方
薬
な
ど
の
加
工
品
製
品
に
つ
い
て

も
規
制
の
対
象
と
な
る（
表
１-
２
①
）。 

お
土
産
に
し
た
い
加
工
肉
な
ど
に
注
意
。

植
物
防
疫
法
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に

よ
り
規
制
を
受
け
る
も
の

　
外
国
か
ら
植
物
、
動
物
を
持
ち
込
む
場
合

は
検
疫
を
受
け
、
こ
れ
に
合
格
す
る
こ
と
が

必
要
。
ま
た
、
海
外
の
免
税
店
で
購
入
し
た

場
合
で
も
、
輸
入
禁
止
品
に
該
当
す
る
も
の

は
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
加
え
て
、

植
物
類
は
輸
入
禁
止
品
に
該
当
し
な
く
て

も
、
病
害
虫
の
付
着
の
な
い
こ
と
を
確
認
す

る
検
査
が
必
要
。
病
害
虫
が
発
見
さ
れ
る
と

「
消
毒
」
ま
た
は
「
焼
却
処
分
」
と
な
る
の
で

注
意
し
よ
う（
表
１-

２
②
）。

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
に
よ
り

規
制
を
受
け
る
も
の

　
猟
銃
空
気
銃
刃
渡
り
5.5
㎝
以
上
の
刀
剣
な

ど
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
等
の
所
持
許

日
本
へ
の
持
ち
込
み
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
品
物
や
、
重
量
や
検
査
に
よ
っ
て
持
ち
込
み
が
制
限
さ
れ
て

い
る
品
物
が
あ
る
。
免
税
範
囲
も
含
め
、
事
前
必
ず
確
認
し
て
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
こ
と
。

準
備
❹

輸
入
禁
止
品
・
規
制
品
・
免
税
範
囲可

を
得
な
け
れ
ば
輸
入
で
き
な
い
。
な
お
、

一
部
の
銃
砲
刀
剣
類
は
輸
入
貿
易
管
理
令
の

規
制
も
受
け
る
。
調
理
器
具
は
刀
剣
類
に
該

当
し
な
い
た
め
、輸
入
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。

医
薬
品
医
療
機
器
等
法（
旧
薬
事
法
）に

よ
り
規
制
を
受
け
る
も
の

　
海
外
か
ら
日
本
へ
個
人
使
用
の
た
め
に
医

薬
品
ま
た
は
、
医
薬
部
外
品
化
粧
品
な
ど
を

輸
入
す
る
場
合
、
厚
生
労
働
省
等
の
許
可
な

く
輸
入
で
き
る
数
量
は
定
め
ら
れ
て
い
る
。

①
使
い
捨
て
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ

：

２
か
月

分
以
内（
装
用
期
間
に
準
ず
る
枚
数
の
み
）

②
処
方
箋
薬

：

１
ヶ
月
分
以
内
（
処
方
箋
薬

で
あ
っ
て
も
向
精
神
薬
は
持
ち
込
め
な
い
）

③
外
用
剤
（
軟
膏
、
点
眼
薬
等
）

：

１
品
目

24
個
以
内

④
そ
の
他
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
（
育
毛

剤
含
）

：

２
ヶ
月
分
以
内

⑤
化
粧
品
類
（
石
鹸
、
浴
用
剤
等
）

： 
24
個

以
内（
品
目
毎
に
）

⑥
家
庭
用
医
療
機
器
（
電
気
マ
ッ
サ
ー
ジ
器

等
）

：

１
セ
ッ
ト
以
内

⑦
電
子
タ
バ
コ
キ
ッ
ト

：

成
人
１
人
当
た
り

１
セ
ッ
ト

⑧
医
療
機
器（C

PA
P-

睡
眠
時
無
呼
吸
症
候

群
治
療
器
具
、
聴
診
器
等
）
動
物
用
医
薬

品
（
ペ
ッ
ト
用
品
）
：
１
つ
で
も
規
制
を

受
け
る
た
め
、
別
途
手
続
き
を
行
っ
た
上

で
輸
入
の
可
否
が
判
断
さ
れ
る
。

　
海
外
で
健
康
食
品
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い

る
も
の
で
も
、
日
本
で
は
医
薬
品
に
該
当
す

る
成
分
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
医

薬
品
成
分
が
検
出
さ
れ
た
製
品
は
、
輸
入
の

制
限
を
受
け
る
の
で
注
意
。

■ 輸入者確認票
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日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

 

お客様各位 

『ここに、貴店の正式名称を記載ねがいます』 

 

輸入者確認票及び貴重品管理に関するお願い 

 

1．下記の点についてお客様によるご確認をお願いいたします 

 

Ａ．本日お預かりするお荷物の中身を全て把握されていますか？    □はい  □いいえ 

  

Ｂ．この荷物は、全てお客様ご自身のお荷物ですか？           □はい  □いいえ 

  

Ｃ．販売または転売目的のものはこの荷物の中にありますか？     □いいえ  □はい 

  

Ｄ．このお荷物の中に日本で輸入が禁止されている次の物は入っていませんか？ 

□ない   □ある 

  ①麻薬、向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤、MDMA など 

  ②拳銃等の銃砲、これらの銃砲弾や拳銃部品など 

  ③ダイナマイトなどの爆発物や火薬、化学兵器などの原材料  

  ④紙幣、貨幣、有価証券、クレジットカードなどの偽造品 

  ⑤偽ブランド品、海賊版などの知的財産侵害物品 

  ⑥わいせつ画像、児童ポルノなど 

（既成の印刷物やビデオテープ、DVD だけでなく、インターネットからダウンロード 

した画像や動画が記録された DVD 等のメディア、パソコンのハードディスクも対象です。) 

              

 

上記品物は、日本の法律で輸入が禁止されております。税関でこれら輸入禁止品が発見された

場合、通関手続きが遅れるだけでなく、法令により処罰される可能性がありますのでお荷物には

絶対に入れない様お願いいたします。もし輸入禁止品が発見された場合、当社の作業料金（最低

約３万円）を別途申し受けます。 

  

Ｅ．このお荷物の中に次の日本への持込制限品が入っていませんか？  

□ない   □ある 

  ①猟銃、空気銃及び日本刀などの刀剣類 

   （猟銃、改造空気銃、刃渡り 5.5cm 以上の剣は、銃刀法により原則所持禁止） 

  ②ワシントン条約により輸入が制限されている動植物及びその製品 

   （ワニ、ヘビ、リクガメ、象牙、ジャコウ、サボテンなど） 

  ③事前に検疫が必要な生きた動植物、肉製品（ソーセージ、ジャーキー類を含む）、野菜、 

果物、米など 

上記 1，２，３項の記載内容に相違ありません。 

 

 

日付 ：       年    月     日     ご署名                        

  ④医薬品医療機器等法、薬機法により規制を受ける量の医薬品、医薬部外品、使い捨てコン 

タクトレンズ（一人当たり２ヵ月分超）、化粧品類（一人当たり品目毎に２４個超）など 

 

※上記内容につきましては、税関の指導に基づき当社が確認させていただいております。 

2 1
輸
入
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

品
物

輸
入
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
品
物
は

細
心
の
注
意
を
。

　
日
本
へ
の
持
ち
込
み
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

品
物
に
つ
い
て
必
ず
確
認
を
（
表
１-

１
）。 

こ
れ
に
反
す
る
と
関
税
法
な
ど
で
処
罰
さ
れ

た
り
、
税
関
当
局
か
ら
没
収
廃
棄
ま
た
は
積

戻
し
を
命
令
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
ま
た
、
日
本
到
着
時
の
税
関
審
査
に
お
い

て
輸
入
禁
止
品
が
発
見
さ
れ
、
引
越
し
業
社

側
に
予
定
外
の
手
続
き
・
作
業
が
発
生
し
た

場
合
に
は
、
作
業
に
か
か
っ
た
諸
費
用
は
も

ち
ろ
ん
自
己
負
担
と
な
る
。

　
誤
っ
て
輸
入
禁
止
品
が
荷
物
に
混
入
し
て

い
な
い
か
ど
う
か
、
改
め
て
確
認
す
る
た
め

に
、
引
越
し
業
者
が
下
図
の
よ
う
な
「
輸
入

者
確
認
票
」
を
用
意
し
て
い
る
の
で
、
自
分

自
身
で
記
入
し
、
再
確
認
し
よ
う
。

輸
入
が
規
制
さ
れ
て
い
る

品
物

毛
皮
や
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
ク
な
ど
。

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
よ
り
規
制
さ
れ
る
も
の

　「
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の

種
の
国
際
取
引
に
関
す
る
条
約
」（
ワ
シ
ン

ト
ン
条
約
）
に
基
づ
き
、
動
植
物
の
多
く
の

も
の
が
輸
出
入
の
規
制
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
こ
の
条
約
で
定
め
た
機
関
の
発
行

す
る
書
類
な
ど
（
種
類
に
よ
り
異
な
る
が
、

輸
出
許
可
証
経
済
産
業
省
の
発
行
し
た
輸
入

承
認
証
な
ど
）
が
な
い
と
輸
入
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
は
生
き
て
い
る
動
植
物
だ
け
で
は
な

く
、
漢
方
薬
な
ど
の
加
工
品
製
品
に
つ
い
て

も
規
制
の
対
象
と
な
る（
表
１-

２
①
）。 

お
土
産
に
し
た
い
加
工
肉
な
ど
に
注
意
。

植
物
防
疫
法
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に

よ
り
規
制
を
受
け
る
も
の

　
外
国
か
ら
植
物
、
動
物
を
持
ち
込
む
場
合

は
検
疫
を
受
け
、
こ
れ
に
合
格
す
る
こ
と
が

必
要
。
ま
た
、
海
外
の
免
税
店
で
購
入
し
た

場
合
で
も
、
輸
入
禁
止
品
に
該
当
す
る
も
の

は
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
加
え
て
、

植
物
類
は
輸
入
禁
止
品
に
該
当
し
な
く
て

も
、
病
害
虫
の
付
着
の
な
い
こ
と
を
確
認
す

る
検
査
が
必
要
。
病
害
虫
が
発
見
さ
れ
る
と

「
消
毒
」
ま
た
は
「
焼
却
処
分
」
と
な
る
の
で

注
意
し
よ
う（
表
１-

２
②
）。

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
に
よ
り

規
制
を
受
け
る
も
の

　
猟
銃
空
気
銃
刃
渡
り
5.5
㎝
以
上
の
刀
剣
な

ど
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
等
の
所
持
許

日
本
へ
の
持
ち
込
み
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
品
物
や
、
重
量
や
検
査
に
よ
っ
て
持
ち
込
み
が
制
限
さ
れ
て

い
る
品
物
が
あ
る
。
免
税
範
囲
も
含
め
、
事
前
必
ず
確
認
し
て
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
こ
と
。

準
備
❹

輸
入
禁
止
品
・
規
制
品
・
免
税
範
囲可

を
得
な
け
れ
ば
輸
入
で
き
な
い
。
な
お
、

一
部
の
銃
砲
刀
剣
類
は
輸
入
貿
易
管
理
令
の

規
制
も
受
け
る
。
調
理
器
具
は
刀
剣
類
に
該

当
し
な
い
た
め
、輸
入
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。

医
薬
品
医
療
機
器
等
法（
旧
薬
事
法
）に

よ
り
規
制
を
受
け
る
も
の

　
海
外
か
ら
日
本
へ
個
人
使
用
の
た
め
に
医

薬
品
ま
た
は
、
医
薬
部
外
品
化
粧
品
な
ど
を

輸
入
す
る
場
合
、
厚
生
労
働
省
等
の
許
可
な

く
輸
入
で
き
る
数
量
は
定
め
ら
れ
て
い
る
。

①
使
い
捨
て
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ

：

２
か
月

分
以
内（
装
用
期
間
に
準
ず
る
枚
数
の
み
）

②
処
方
箋
薬

：

１
ヶ
月
分
以
内
（
処
方
箋
薬

で
あ
っ
て
も
向
精
神
薬
は
持
ち
込
め
な
い
）

③
外
用
剤
（
軟
膏
、
点
眼
薬
等
）

：

１
品
目

24
個
以
内

④
そ
の
他
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
（
育
毛

剤
含
）

：

２
ヶ
月
分
以
内

⑤
化
粧
品
類
（
石
鹸
、
浴
用
剤
等
）

： 
24
個

以
内（
品
目
毎
に
）

⑥
家
庭
用
医
療
機
器
（
電
気
マ
ッ
サ
ー
ジ
器

等
）

：

１
セ
ッ
ト
以
内

⑦
電
子
タ
バ
コ
キ
ッ
ト

：

成
人
１
人
当
た
り

１
セ
ッ
ト

⑧
医
療
機
器（C

PA
P-

睡
眠
時
無
呼
吸
症
候

群
治
療
器
具
、
聴
診
器
等
）
動
物
用
医
薬

品
（
ペ
ッ
ト
用
品
）
：
１
つ
で
も
規
制
を

受
け
る
た
め
、
別
途
手
続
き
を
行
っ
た
上

で
輸
入
の
可
否
が
判
断
さ
れ
る
。

　
海
外
で
健
康
食
品
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い

る
も
の
で
も
、
日
本
で
は
医
薬
品
に
該
当
す

る
成
分
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
医

薬
品
成
分
が
検
出
さ
れ
た
製
品
は
、
輸
入
の

制
限
を
受
け
る
の
で
注
意
。

■ 輸入者確認票

24

日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

生
き
て
い
る
動
植
物

加
工
品
・
製
品

主な動物検疫対象品

主な植物検疫対象品

※海外から日本へお米を輸入する場合には食糧法関税法などの規定に基づき所定の米穀等輸入納付金及び関税を政府に納めることが義務付けられていますが個人用（輸入される方自身が使用す
るもの）としてお米を輸入する場合には個人用品の一般的な免税規定の他に過去1年間の件数量が100kg以下であることについて届出をしてその確認を受けることが米国と輸入納付金と関税の免除
要件となります。携帯品で海外から日本へお米を輸入する場合には、到着空港内の植物検疫カウンターで輸入数量の届出をしてください。　　※植物検疫制度により、帰国時に米や⾖、種⼦など植
物でできたもの、プリザーブドフラワー等は、輸出国が発⾏する検査証明書が必要となりま す。検査証明書が取得できない場合は、廃棄処分となり、検査および廃棄費用が発⽣ いたします。

あへん、コカイン、ヘロイン、MDMA、マジックマッシュルームなどの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤、向精神薬など

通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品（例えば、偽造金貨など）や、偽造クレジットカードなど

けん銃等の鉄砲及びこれらの銃砲弾や、けん銃の部品

植物防疫法で定める植物とその包装物など

公安又は風俗を害すべき書籍、図面、彫刻物その他の物品（わいせつ雑誌、わいせつビデオテープ、わいせつDVDなど）

⽣物テロに利用されるおそれのある病原体等

※詳細は最寄りの動物検疫所、検疫所にお問い合わせください。　 ※特定外来⽣物に関する詳細については、環境省自然環境局野⽣⽣物課（電話03-3581-3351代表）へお問い合わせください。

偽ブランド商品など知的財産権（商標権、著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権及び育成者権）を侵害する物品及び
不正競争防止法に違反する物品

ダイナマイトなどの爆発物、火薬、爆薬など

外来⽣物法で禁止されているもの

児童ポルノ

化学兵器の原材料となる物質

家畜伝染病予防法などの法律で定める特定の動物特定外来⽣物を含むとその動物を原料とする製品など（※）

1.輸入が禁止されている品物

2.輸入が規制されている品物

その他
ジャコウジカ、トラ・クマ等の成分を含む漢方薬、ヘビ皮革を利用した楽器（胡弓）、シャコガイの製品、オ
ウムの羽飾り、クジャクの羽（一部）、サンゴの製品（一部）、チョウザメの卵（キャビア）等

毛皮・敷物 トラ、ヒョウ、クマ等

象牙・同製品 インドゾウ及びアフリカゾウ

ベルト・財布・ハンドバッグ等 ワニ、ウミガメ、ヘビ（一部）、トカゲ（一部）、ダチョウ（一部）等

はく製 ワシ、タカ、ワニ、センザンコウ等

その他

オウム（全種）

サル（全種）

植物

ワシ、タカ、リクガメ、ヘビ（一部）、アロワナ（一部）等

オウム、インコ類（セキセイインコ及びオカメインコを除く）

スローロリス、カニクイザル、チンパンジー等

ラン全種、サボテン全種等

①ワシントン条約により規制を受けるもの

ハム、ビーフジャーキーなどを含む肉製品 水牛鹿などの角を納品で加工が不完全なものなど

ドライフラワー、ポプリ、くるみ、麦わら、畳マットなど

米（米粉を含む）、 植物の種⼦・球根・松かさ・殻などのついた装飾品

②植物防疫法・家畜伝染病予防法により規制を受けるもの

表1　輸入禁止品・輸入規制品のチェックリスト

自動車を輸入する場合には次の様な手続きや、書類の準備が必要となり、通常の引越し荷物の取り扱いとは大きく異なります。

自動車の輸送日通の引越し アドバイス３

免税として輸入できる場合の条件

①継続して1年以上外国に居住していたこと、かつパスポートな
どでその期間が確認できること。②ご本人名義で既に使用されて
いたものであることが登録証等で確認できること。③「携帯品・
別送品申告書」に車の台数を明記し、入国時に申告して税関の印
を受け、入国後6ヶ月以内に輸入すること。④輸入許可日から2
年間は、その自動車を本人又は家族が個人的に使用するもので、
維持可能と認められること。（他の用途に使用した場合には、免
税を受けた消費税を支払わなければなりません）

通関に必要な書類など

①自動車の申告がされている携帯品・別送品申告書②パスポート
全ページコピー ※海外で更新している場合には古いパスポートの
全ページコピーも必要 ※場合によってはパスポートのオリジナル
が必要③自動車等の引越荷物免税申請書（税関様式第1280号）④
外国における車検証または登録証⑤外国における車の保険証書

⑥領収書など購入価格を証明できるもの ※場合によっては日本語
訳が必要⑦自動車のマニュアル⑧鍵⑨日本に帰国してから登録し
た住民票2通⑩2年以内に転売・譲渡しない旨を記載した誓約
書 ※免税として輸入できない場合には、購入価格+船運賃+貨物
保険料に対して消費税がかかります。

輸入時の注意

　車両内には、標準工具、スペアタイヤ以外のものは一切入れな
いでください。それ以外のものは、別に通関しなければならず、
日数・費用が余分にかかることになります。また、消火器、エア
ゾール缶、高圧ガス類は輸入できません。

日通で便利。通関後の手続きまでサポート。

　日通では輸入通関までを⾏います。輸入許可後、お車を日本仕
様に改造する業者を紹介します。日本の排ガス規制及び道路交通
法の保安基準に適合させる改造を⾏い、陸運局で検査を受け登録
することになります。

スプレー（引火性ガスあるいは毒性ガスを使用しているもの）、マッチ、シンナーなど

25



日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

引
越
し
輸
送
の
過
程
に

お
い
て
制
限
が
あ
る
も
の

自
動
車
や
船
舶
な
ど
、

引
越
し
荷
物
と
し
て
通
関
で
き
な
い
も
の

　
通
関
の
際
に
、
税
関
が
引
越
し
荷
物
と
し

て
適
当
と
認
め
な
い
も
の
は
、
引
越
し
荷
物

の
一
部
で
あ
っ
て
も
、
一
般
の
商
業
貨
物
と

同
様
の
通
関
手
続
き
を
す
る
必
要
が
あ
り
、

通
関
手
数
料
他
実
費
は
自
費
と
な
る
。

例・
自
動
車

・
自
動
２
輪
車

　
原
動
機
付
自
転
車
、
電
気
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
、

電
動
ス
ク
ー
タ
ー
含
む

・
航
空
機

・
船
舶（
ボ
ー
ト
・
カ
ヤ
ッ
ク
な
ど
）

・
日
本
で
第
三
者
に
売
却
す
る
荷
物

　
な
ど

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
に
注
意
。

航
空
便
と
し
て
取
扱
い
を
注
意
す
る
荷
物

　
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
を
含
ん
だ
荷
物（
パ

ソ
コ
ン
、
デ
ジ
カ
メ
、
電
子
辞
書
、
ス
マ
ー

ト
ラ
ゲ
ッ
ジ
な
ど
）の
航
空
便
で
の
発
送
は
、

電
池
の
容
量
、梱
包
方
法
の
指
定
な
ど
、様
々

な
規
制
が
あ
る
の
で
業
者
に
確
認
を
。
手
荷

物
ま
た
は
船
便
で
の
発
送
を
推
奨
す
る
場
合

も
あ
る
。

　
航
空
会
社
に
よ
っ
て
は
、
リ
チ
ウ
ム
イ
オ

ン
電
池
以
外
の
荷
物
も
規
制
を
か
け
て
い
る

場
合
が
あ
る
。
ま
た
、品
目
に
か
か
わ
ら
ず
、

到
着
地
の
税
関
が
個
人
・
家
族
使
用
の
範
囲

を
超
え
る
数
量
・
金
額
と
判
断
し
た
場
合
は

課
税
さ
れ
た
り
、
お
荷
物
の
輸
入
を
制
限
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
合
わ
せ
て
注
意
す

る
こ
と
。

そ
の
他
、
税
関
検
査
を

問
題
な
く
通
過
す
る
た
め
に
。

　
趣
味
で
の
収
集
品
や
嗜
好
品
な
ど
を
大
量

に
送
る
場
合
は
、
事
前
に
業
者
に
相
談
を
。

ま
た
、
荷
物
の
税
関
検
査
の
際
に
輸
入
規
制

品
・
制
限
品
が
発
見
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
予

定
外
の
作
業
が
発
生
し
た
場
合
は
、
諸
作
業

に
か
か
っ
た
費
用
は
、
自
己
負
担
と
な
る
。

免
税
範
囲

引
越
し
荷
物
は「
別
送
品
」。

「
別
送
品
申
告
書
」を
提
出
す
れ
ば
、

免
税
枠
が
適
用
さ
れ
る
。

 

　
日
本
へ
の
引
越
し
荷
物
は
、
別
送
品
と

し
て
日
本
へ
輸
入
さ
れ
る
。

　
こ
の
別
送
品
は
、
入
国
（
帰
国
）
後
６
ヶ

月
以
内
に
輸
入
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
輸
入
申

告
の
際
、
入
国
（
帰
国
）
時
に
税
関
の
確
認

印
を
受
け
た
「
携
帯
品
・
別
送
品
申
告
書
」

を
輸
入
地
税
関
に
提
出
し
た
場
合
に
限
り
、

入
国
時
に
使
用
し
た
免
税
枠
の
残
り
の
範
囲

内
で
免
税
の
適
用
を
受
け
て
輸
入
す
る
こ
と

が
で
き
る（「
別
送
品
申
告
」の
手
続
き
は「
準

備
６
」を
参
照
）。

　
免
税
範
囲
の
詳
細
は
表
２
を
確
認
し
よ

う
。
な
お
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
も
合
わ
せ

て
注
意
が
必
要
。

①
個
人
的
に
使
用
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

　
個
人
的
に
使
用
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

に
限
り
、
か
つ
成
人
一
人
あ
た
り
に
定
め
ら

れ
た
免
税
範
囲
内
に
お
い
て
免
税
と
な
る
。

　
な
お
、
米
に
つ
い
て
は
年
間
１
０
０
ｋ
ｇ

の
範
囲
内
で
免
税
と
な
り
、
携
帯
品
と
別
送

品
の
両
方
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
合
算
で

適
用
さ
れ
る
。

②
未
成
年
者
の
制
限

　
未
成
年
者
の
場
合
、
酒
類
と
タ
バ
コ
は
免

税
に
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
６
歳
未
満
の
子
ど
も
は
、
お
も
ち

ゃ
な
ど
明
ら
か
に
子
ど
も
本
人
の
使
用
と
認

め
ら
れ
る
も
の
以
外
は
免
税
に
な
ら
な
い
。

 

③
身
回
品
な
ど
は
原
則
免
税

　
海
外
赴
任
中
に
使
用
し
て
い
た
衣
類
な
ど

の
見
回
品
や
、
職
業
上
必
要
と
す
る
携
帯
用

具
な
ど（
外
国
で
取
得
し
た
も
の
を
除
く
）は
、

免
税
範
囲
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
と
し
て
免

税
と
な
る
。

④
海
外
市
価
に
よ
る
免
税（
一
部
）

　
酒
類
、
た
ば
こ
、
香
水
を
除
く
そ
の
他
の

品
物
に
つ
い
て
は
、
１
品
目
ご
と
の
海
外
市

価
の
合
計
額
が
１
万
円
以
下
の
も
の
は
、
原

則
と
し
て
免
税
と
な
る
。

免
税
範
囲
を
超
え
る
品
物
は

課
税
の
対
象
。

　
免
税
範
囲
を
超
え
る
品
物
は
、
引
越
し
荷

物
で
あ
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
課
税
対
象
と
な

る
。
税
関
で
手
続
き
の
上
、
支
払
う
こ
と
と

な
る
。
こ
の
時
、
税
額
は
課
税
価
格
を
基
準

に
計
算
さ
れ
る
。
課
税
価
格
と
は
、
一
般
の

輸
入
取
引
に
お
け
る
輸
入
港
で
の
価
格
を
指

す
。
通
常
、携
帯
品
や
別
送
品
に
つ
い
て
は
、

海
外
で
の
小
売
価
格
の
６
割
程
度
の
額
を
課

税
価
格
と
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
海
外
市
価

の
６
割
が
課
税
価
格
と
な
る
。

税
率
は
大
き
く
分
け
て
３
つ
。

　
課
税
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
税
率
は
大
き
く

分
け
て
３
つ
。

①
簡
易
な
税
率
（
関
税
、
内
国
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
が
含
ま
れ
る
）

②
一
般
的
な
関
税
率

③
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
み
課
税
（
関

税
無
税
品
）

　
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
品
物
に
つ
い
て
は

表
２-

２
を
参
照
。

　
な
お
、
持
ち
込
む
品
物
の
う
ち
、
何
を
免

税
と
し
、
何
に
課
税
す
る
か
は
、
旅
行
者
の

有
利
に
な
る
よ
う
に
選
択
し
、課
税
さ
れ
る
。

　
課
税
額
は
日
本
入
国
時
に
税
関
で
決
定
さ

れ
、
そ
の
後
支
払
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
課

税
対
象
と
な
る
荷
物
が
あ
る
場
合
は
、
事
前

に
税
率
を
確
認
し
、
予
算
と
し
て
把
握
し
て

お
く
と
安
心
だ
。

　
例
え
ば
、
25
万
円
の
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
を
持

ち
込
む
場
合
、海
外
市
価
25
万
円
の
６
割（
こ

の
場
合
15
万
円
）
が
課
税
価
格
。
税
率
は
一

般
の
税
率
（
15
％
）
が
適
用
さ
れ
る
の
で
、

課
税
価
格
１
５
万
円
の
15
％
で
あ
る
、
２

２
・
５
０
０
円
が
関
税
額
と
な
る
。

※
参
考
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
　
税
関
「
海
外
旅
行

の
手
続
き
−
税
額
の
計
算
方
法
」

h
ttp

://w
w

w
.cu

sto
m

s.g
o

.jp
/

kaigairyoko/zeigaku.htm
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日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

引
越
し
輸
送
の
過
程
に

お
い
て
制
限
が
あ
る
も
の

自
動
車
や
船
舶
な
ど
、

引
越
し
荷
物
と
し
て
通
関
で
き
な
い
も
の

　
通
関
の
際
に
、
税
関
が
引
越
し
荷
物
と
し

て
適
当
と
認
め
な
い
も
の
は
、
引
越
し
荷
物

の
一
部
で
あ
っ
て
も
、
一
般
の
商
業
貨
物
と

同
様
の
通
関
手
続
き
を
す
る
必
要
が
あ
り
、

通
関
手
数
料
他
実
費
は
自
費
と
な
る
。

例・
自
動
車

・
自
動
２
輪
車

　
原
動
機
付
自
転
車
、
電
気
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
、

電
動
ス
ク
ー
タ
ー
含
む

・
航
空
機

・
船
舶（
ボ
ー
ト
・
カ
ヤ
ッ
ク
な
ど
）

・
日
本
で
第
三
者
に
売
却
す
る
荷
物

　
な
ど

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
に
注
意
。

航
空
便
と
し
て
取
扱
い
を
注
意
す
る
荷
物

　
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
を
含
ん
だ
荷
物（
パ

ソ
コ
ン
、
デ
ジ
カ
メ
、
電
子
辞
書
、
ス
マ
ー

ト
ラ
ゲ
ッ
ジ
な
ど
）の
航
空
便
で
の
発
送
は
、

電
池
の
容
量
、梱
包
方
法
の
指
定
な
ど
、様
々

な
規
制
が
あ
る
の
で
業
者
に
確
認
を
。
手
荷

物
ま
た
は
船
便
で
の
発
送
を
推
奨
す
る
場
合

も
あ
る
。

　
航
空
会
社
に
よ
っ
て
は
、
リ
チ
ウ
ム
イ
オ

ン
電
池
以
外
の
荷
物
も
規
制
を
か
け
て
い
る

場
合
が
あ
る
。
ま
た
、品
目
に
か
か
わ
ら
ず
、

到
着
地
の
税
関
が
個
人
・
家
族
使
用
の
範
囲

を
超
え
る
数
量
・
金
額
と
判
断
し
た
場
合
は

課
税
さ
れ
た
り
、
お
荷
物
の
輸
入
を
制
限
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
合
わ
せ
て
注
意
す

る
こ
と
。

そ
の
他
、
税
関
検
査
を

問
題
な
く
通
過
す
る
た
め
に
。

　
趣
味
で
の
収
集
品
や
嗜
好
品
な
ど
を
大
量

に
送
る
場
合
は
、
事
前
に
業
者
に
相
談
を
。

ま
た
、
荷
物
の
税
関
検
査
の
際
に
輸
入
規
制

品
・
制
限
品
が
発
見
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
予

定
外
の
作
業
が
発
生
し
た
場
合
は
、
諸
作
業

に
か
か
っ
た
費
用
は
、
自
己
負
担
と
な
る
。

免
税
範
囲

引
越
し
荷
物
は「
別
送
品
」。

「
別
送
品
申
告
書
」を
提
出
す
れ
ば
、

免
税
枠
が
適
用
さ
れ
る
。

 

　
日
本
へ
の
引
越
し
荷
物
は
、
別
送
品
と

し
て
日
本
へ
輸
入
さ
れ
る
。

　
こ
の
別
送
品
は
、
入
国
（
帰
国
）
後
６
ヶ

月
以
内
に
輸
入
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
輸
入
申

告
の
際
、
入
国
（
帰
国
）
時
に
税
関
の
確
認

印
を
受
け
た
「
携
帯
品
・
別
送
品
申
告
書
」

を
輸
入
地
税
関
に
提
出
し
た
場
合
に
限
り
、

入
国
時
に
使
用
し
た
免
税
枠
の
残
り
の
範
囲

内
で
免
税
の
適
用
を
受
け
て
輸
入
す
る
こ
と

が
で
き
る（「
別
送
品
申
告
」の
手
続
き
は「
準

備
６
」を
参
照
）。

　
免
税
範
囲
の
詳
細
は
表
２
を
確
認
し
よ

う
。
な
お
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
も
合
わ
せ

て
注
意
が
必
要
。

①
個
人
的
に
使
用
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

　
個
人
的
に
使
用
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

に
限
り
、
か
つ
成
人
一
人
あ
た
り
に
定
め
ら

れ
た
免
税
範
囲
内
に
お
い
て
免
税
と
な
る
。

　
な
お
、
米
に
つ
い
て
は
年
間
１
０
０
ｋ
ｇ

の
範
囲
内
で
免
税
と
な
り
、
携
帯
品
と
別
送

品
の
両
方
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
合
算
で

適
用
さ
れ
る
。

②
未
成
年
者
の
制
限

　
未
成
年
者
の
場
合
、
酒
類
と
タ
バ
コ
は
免

税
に
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
６
歳
未
満
の
子
ど
も
は
、
お
も
ち

ゃ
な
ど
明
ら
か
に
子
ど
も
本
人
の
使
用
と
認

め
ら
れ
る
も
の
以
外
は
免
税
に
な
ら
な
い
。

 

③
身
回
品
な
ど
は
原
則
免
税

　
海
外
赴
任
中
に
使
用
し
て
い
た
衣
類
な
ど

の
見
回
品
や
、
職
業
上
必
要
と
す
る
携
帯
用

具
な
ど（
外
国
で
取
得
し
た
も
の
を
除
く
）は
、

免
税
範
囲
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
と
し
て
免

税
と
な
る
。

④
海
外
市
価
に
よ
る
免
税（
一
部
）

　
酒
類
、
た
ば
こ
、
香
水
を
除
く
そ
の
他
の

品
物
に
つ
い
て
は
、
１
品
目
ご
と
の
海
外
市

価
の
合
計
額
が
１
万
円
以
下
の
も
の
は
、
原

則
と
し
て
免
税
と
な
る
。

免
税
範
囲
を
超
え
る
品
物
は

課
税
の
対
象
。

　
免
税
範
囲
を
超
え
る
品
物
は
、
引
越
し
荷

物
で
あ
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
課
税
対
象
と
な

る
。
税
関
で
手
続
き
の
上
、
支
払
う
こ
と
と

な
る
。
こ
の
時
、
税
額
は
課
税
価
格
を
基
準

に
計
算
さ
れ
る
。
課
税
価
格
と
は
、
一
般
の

輸
入
取
引
に
お
け
る
輸
入
港
で
の
価
格
を
指

す
。
通
常
、携
帯
品
や
別
送
品
に
つ
い
て
は
、

海
外
で
の
小
売
価
格
の
６
割
程
度
の
額
を
課

税
価
格
と
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
海
外
市
価

の
６
割
が
課
税
価
格
と
な
る
。

税
率
は
大
き
く
分
け
て
３
つ
。

　
課
税
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
税
率
は
大
き
く

分
け
て
３
つ
。

①
簡
易
な
税
率
（
関
税
、
内
国
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
が
含
ま
れ
る
）

②
一
般
的
な
関
税
率

③
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
み
課
税
（
関

税
無
税
品
）

　
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
品
物
に
つ
い
て
は

表
２-

２
を
参
照
。

　
な
お
、
持
ち
込
む
品
物
の
う
ち
、
何
を
免

税
と
し
、
何
に
課
税
す
る
か
は
、
旅
行
者
の

有
利
に
な
る
よ
う
に
選
択
し
、課
税
さ
れ
る
。

　
課
税
額
は
日
本
入
国
時
に
税
関
で
決
定
さ

れ
、
そ
の
後
支
払
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
課

税
対
象
と
な
る
荷
物
が
あ
る
場
合
は
、
事
前

に
税
率
を
確
認
し
、
予
算
と
し
て
把
握
し
て

お
く
と
安
心
だ
。

　
例
え
ば
、
25
万
円
の
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
を
持

ち
込
む
場
合
、海
外
市
価
25
万
円
の
６
割（
こ

の
場
合
15
万
円
）
が
課
税
価
格
。
税
率
は
一

般
の
税
率
（
15
％
）
が
適
用
さ
れ
る
の
で
、

課
税
価
格
１
５
万
円
の
15
％
で
あ
る
、
２

２
・
５
０
０
円
が
関
税
額
と
な
る
。

※
参
考
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
　
税
関
「
海
外
旅
行

の
手
続
き
−
税
額
の
計
算
方
法
」

h
ttp

://w
w

w
.cu

sto
m

s.g
o

.jp
/

kaigairyoko/zeigaku.htm
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日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

品 名

品 名 数量又は価格 備考

税 率

ペットの輸送には、細かな条件が定められています。�準備が長期にわたる場合もあるため、早め早めに確認しましょう。

ペットの輸送日通の引越し アドバイス４

犬、猫の輸入

1.輸入の事前届出の対象と時期 
　動物を輸入しようとする方は輸送の方法（貨物・携帯品）に関
わらず到着40日前までに到着予定空港（港）を管轄する動物検疫
所に、輸入予定などを届け出なければなりません。
2.マイクロチップによる個体識別 
　日本到着時に装着されているマイクロチップの識別番号と輸出
国政府機関の発⾏する証明書に記載されている識別番号と照合し
ます。
3.指定地域から輸入される犬猫に必要な証明事項
 　指定地域から直接輸入され、輸出国政府機関の発⾏する証明書
により次のことが確認できる場合、到着時の係留時間は12時間
以内。 
①マイクロチップによる個体識別がなされていること
②指定地域において過去180日間若しくは出⽣以降飼育されて

いたこと、または、日本から輸出後、指定地域のみにおいて
飼育されていたこと

③当該指定地域に過去2年間狂犬病の発⽣がなかったこと
④出発前の検査で狂犬病（犬の場合はレプトスピラ症についても

必要）にかかっていないか、またはかかっている疑いがないこと。
4.指定地域以外から輸入される犬猫に必要な証明事項
　指定地域以外から輸入され、輸出国政府機関発⾏の証明書によ
り次のことが確認できる場合、輸入時の係留期間は12時間以内。
①マイクロチップを装着後、2回以上狂犬病不活性ワクチンまた

は組換え型ワクチンが接種（接種間隔は接種後30日以上かつ
1回目の有効免疫期間以内）されていること。

②2回目のワクチン接種後、日本が指定する検査機関による狂犬
病抗体検査の抗体価は0.5IU/ml以上であること。

③日本到着日は②の検査のための採血日から180日を経過し2年
を超えていないこと。 

④採血日以降、日本到着までに狂犬病予防注射の有効免疫期間を
超えてしまう場合は、有効免疫期間以内にワクチンの追加接
種がなされていること。

⑤出発前の検査で、狂犬病（犬の場合はレプトスピラ症について
も必要）にかかっていないか、またはかかっている疑いがない
こと。

注1：狂犬病予防注射は、⽣後91日以上で摂取すること。
注2： ③について、採血日からの経過期間が180日間に満たない場合、

不足する日数が輸入時の係留期間となります。その他の項目が
確認できない犬、猫の係留期間は180日間となります。

5.係留検査の実施
　係留検査は動物検疫所の施設で⾏われます。万が一、長期の係
留期間が必要となった場合でも、自宅での係留検査は認められま
せん。

詳しくは動物検疫所ホームページをご覧いただくか以下の動物検
疫所にお問い合わせください。
農林水産省動物検疫所 横浜本所・中部空港支所・神戸支所・沖
縄支所・成田支所・関西空港支所・門司支所
https://www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html

※その他のペットについては動物検疫所ホームページをご確認く
ださい。

酒 類

たばこ

その他の
品目

「紙巻たばこ」のみの場合

その他の場合

その他の場合

香水

注：「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格のことをいいます。 なお、円貨換算は定められた公示レートにより⾏われます。

1.合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの
品物に課税されます。税関は、旅⾏者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択
の上、課税します。

2.1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されま
す。

3.1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。（例え
ば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は免税になります。）

1本760mlのもの。

（注１）免税数量は、それぞれの種類のたばこのみを購入した場合の数量であり、複数の種
類のたばこを購入した場合の免税数量ではありません。

（注２）「加熱式たばこ」の免税数量は、紙巻たばこ400本に相当する数量となります。
【加熱式たばこの免税数量の例】・「アイコス」（IQOS）の場合：400本

・「グロー」（glo）の場合：400本
・「プルーム・テック」（Ploom TECH）の場合：100個

1オンスは約28ml（オーデコロン、オードトワレは含まれません。）

20万円
（海外市価の
合計額）

500g

2オンス

400本

3本

1.免税の範囲（成人一人当たり／携帯品・別送品を合わせた数量）

表2　免税範囲

1個（1組）の課税価格が10万円を超えるもの

（1）ウィスキー、ブランデー

（3）リキュール 

（2）ラム、ジン、ウォッカ

（5）その他（ワイン、ビールなど）

（4）焼酎

米（別途納付金が必要）

食用の海苔、パイナップル製品、こんにゃく芋、紙巻きたばこ以外のたばこ、猟銃

２.紙巻たばこ

腕時計、貴金属製の万年筆、貴石（裸石）、ゴルフクラブ、書画、彫刻、パソコンなど

800円/ℓ

400円/ℓ

500円/ℓ

300円/ℓ

13円/1本(注1)

１.酒類

2.免税範囲を超える品物の税率
①簡易な税率が適用されるもの ②一般の関税率が適用されるもの

③消費税及び地方消費税のみ課税されるもの（関税無税品）

３.その他の物品（関税が無税のものを除く（注2）） 15%

個装等20個
※1箱あたりの数量は、紙巻き
たばこ20本に相当する量

「加熱式たばこ」のみの場合

「葉巻たばこ」のみの場合 100本

関税がかからない品物は、課税価格に対して消費税及び地方消費税（合計で10％）

200円/ℓ

のみが課税されます。
注1：たばこ特別税0.5円／本を含む。　
注2：関税が無税のその他の品物については、その種別に応じ軽減税率8％と

標準税率10％のいずれかの消費税率が適用される。
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日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

①
② ③

④
⑤

1 

当
日
ま
で
の
準
備

関
係
各
所
に
連
絡
を
。

　
管
理
人
が
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
場
合

は
、引
越
し
日
、エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
使
用
許
可
、

駐
車
場
の
確
保
、
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
の
解
除
に

つ
い
て
伝
え
て
お
く
。

荷
物
の
仕
分
け
は
確
実
に
。

　
荷
物
の
仕
分
け
を
済
ま
せ
て
お
く
（
準
備

２
を
改
め
て
確
認
し
よ
う
）。
ま
た
大
切
な

も
の
、
高
価
な
も
の
は
十
分
な
梱
包
が
必
要

な
の
で
、
事
前
に
目
印
を
つ
け
て
業
者
が
わ

か
る
よ
う
に
し
て
お
こ
う
。

　
購
入
予
定
の
品
物
は
当
日
ま
で
に
揃
え
て

お
く
。
こ
の
時
、
新
品
は
課
税
対
象
と
な
る

の
で
、
価
格
を
証
明
す
る
レ
シ
ー
ト
の
コ
ピ

ー
を
用
意
し
て
お
く
。

2 

自
分
で
梱
包
す
る
場
合

長
い
輸
送
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に

ク
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
を
き
ち
ん
と
用
意
す
る
。

　
自
分
自
身
で
梱
包
す
る
場
合
、
は
以
下
の

こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
な
お
、
食
器
や
ガ
ラ

ス
器
具
、
そ
の
他
壊
れ
や
す
い
も
の
は
業
者

引
越
し
当
日
は
何
か
と
あ
わ
た
だ
し
い
。

き
ち
ん
と
荷
物
の
仕
分
け
を
済
ま
せ
て
、
ミ
ス
の
な
い
よ
う
に
。

準
備
❺

引
越
し
当
日
と
梱
包

に
梱
包
を
お
願
い
し
よ
う
。

①
重
い
物
は
小
さ
な
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
、
軽
い

物
は
大
き
な
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
詰
め
る
。

②
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
底
と
上
に
は
、
ク
ッ
シ
ョ

ン
に
な
る
も
の
を
詰
め
る
。

③
壊
れ
や
す
い
も
の
は
必
ず
一
個
ず
つ
柔
ら

か
い
紙
や
エ
ア
ー
ズ
キ
ャ
ッ
プ
な
ど
で
十

分
に
包
む
。

④
お
皿
な
ど
平
た
い
も
の
は
縦
に
詰
め
る
。

⑤
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
中
に
は
隙
間
を
作
ら
な

い
よ
う
に
す
る
。

ダ
ン
ボ
ー
ル
の
種
類

　
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
主
な
サ
イ
ズ
は
左
記
（
国

に
よ
り
サ
イ
ズ
は
異
な
る
場
合
が
あ
る
）。

荷
物
配
分
の
参
考
に
し
よ
う
。
ま
た
、
ト
ラ

ン
ク
や
衣
装
ケ
ー
ス
、
電
気
製
品
の
専
用
ダ

ン
ボ
ー
ル
が
あ
る
場
合
は
、
そ
ち
ら
も
使
う
。

①
Ｓ
サ
イ
ズ
…
小
さ
く
て
重
い
も
の
に
。

　
船
便
／
約
２
ｃ
ｆ
ｔ

　
航
空
便
／
約
９
ｋ
ｇ
（
容
積
重
量
）

　
例
／
書
籍
、
ア
ル
バ
ム
、
レ
コ
ー
ド
、
食

器
類
、
装
飾
品
、
そ
の
他
。

②
Ｍ
サ
イ
ズ
…
日
用
雑
貨
、
衣
類
な
ど

　
船
便
／
約
４
ｃ
ｆ
ｔ

　
航
空
便
／
約
18
ｋ
ｇ
（
容
積
重
量
）

　
例
／
食
器
類
、
セ
ー
タ
ー
、
シ
ャ
ツ
な
ど

例：梱包明細書と記入例

※船便と航空便はそれぞれ別に作成してください。
※アルバムや記念品などのいわゆる心情的主観的な
保険金額は損害賠償の対象にはならない。

※書式は引越し業者により、多少異なる。
①内装梱包番号：荷物の番号を１から順番に記入
②品名・数量・申告価格：税関に提出します。
　●品名はできる限り詳しく記入
　●１カートンの中に数種類のものがある場合、品

目の種類ごとに⾏を改めて記入
　●同じカートンの中に特に高価な品物がある場

合、⾏を改めて記入
　●酒、たばこなどは免税範囲を超えた場合は課税

されるので、種類、容量、本数を正確に記入
　●お土産は民芸品、置き物など詳細に記入
③合計：各ページごとに記入
④総合計：最終ページのみ記入
⑤署名：各ページごとにサインする。

■ 梱包明細書 ■ ダンボールの作り方
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日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

①
② ③

④
⑤

1 

当
日
ま
で
の
準
備

関
係
各
所
に
連
絡
を
。

　
管
理
人
が
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
場
合

は
、引
越
し
日
、エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
使
用
許
可
、

駐
車
場
の
確
保
、
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
の
解
除
に

つ
い
て
伝
え
て
お
く
。

荷
物
の
仕
分
け
は
確
実
に
。

　
荷
物
の
仕
分
け
を
済
ま
せ
て
お
く
（
準
備

２
を
改
め
て
確
認
し
よ
う
）。
ま
た
大
切
な

も
の
、
高
価
な
も
の
は
十
分
な
梱
包
が
必
要

な
の
で
、
事
前
に
目
印
を
つ
け
て
業
者
が
わ

か
る
よ
う
に
し
て
お
こ
う
。

　
購
入
予
定
の
品
物
は
当
日
ま
で
に
揃
え
て

お
く
。
こ
の
時
、
新
品
は
課
税
対
象
と
な
る

の
で
、
価
格
を
証
明
す
る
レ
シ
ー
ト
の
コ
ピ

ー
を
用
意
し
て
お
く
。

2 

自
分
で
梱
包
す
る
場
合

長
い
輸
送
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に

ク
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
を
き
ち
ん
と
用
意
す
る
。

　
自
分
自
身
で
梱
包
す
る
場
合
、
は
以
下
の

こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
な
お
、
食
器
や
ガ
ラ

ス
器
具
、
そ
の
他
壊
れ
や
す
い
も
の
は
業
者

引
越
し
当
日
は
何
か
と
あ
わ
た
だ
し
い
。

き
ち
ん
と
荷
物
の
仕
分
け
を
済
ま
せ
て
、
ミ
ス
の
な
い
よ
う
に
。

準
備
❺

引
越
し
当
日
と
梱
包

に
梱
包
を
お
願
い
し
よ
う
。

①
重
い
物
は
小
さ
な
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
、
軽
い

物
は
大
き
な
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
詰
め
る
。

②
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
底
と
上
に
は
、
ク
ッ
シ
ョ

ン
に
な
る
も
の
を
詰
め
る
。

③
壊
れ
や
す
い
も
の
は
必
ず
一
個
ず
つ
柔
ら

か
い
紙
や
エ
ア
ー
ズ
キ
ャ
ッ
プ
な
ど
で
十

分
に
包
む
。

④
お
皿
な
ど
平
た
い
も
の
は
縦
に
詰
め
る
。

⑤
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
中
に
は
隙
間
を
作
ら
な

い
よ
う
に
す
る
。

ダ
ン
ボ
ー
ル
の
種
類

　
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
主
な
サ
イ
ズ
は
左
記
（
国

に
よ
り
サ
イ
ズ
は
異
な
る
場
合
が
あ
る
）。

荷
物
配
分
の
参
考
に
し
よ
う
。
ま
た
、
ト
ラ

ン
ク
や
衣
装
ケ
ー
ス
、
電
気
製
品
の
専
用
ダ

ン
ボ
ー
ル
が
あ
る
場
合
は
、
そ
ち
ら
も
使
う
。

①
Ｓ
サ
イ
ズ
…
小
さ
く
て
重
い
も
の
に
。

　
船
便
／
約
２
ｃ
ｆ
ｔ

　
航
空
便
／
約
９
ｋ
ｇ
（
容
積
重
量
）

　
例
／
書
籍
、
ア
ル
バ
ム
、
レ
コ
ー
ド
、
食

器
類
、
装
飾
品
、
そ
の
他
。

②
Ｍ
サ
イ
ズ
…
日
用
雑
貨
、
衣
類
な
ど

　
船
便
／
約
４
ｃ
ｆ
ｔ

　
航
空
便
／
約
18
ｋ
ｇ
（
容
積
重
量
）

　
例
／
食
器
類
、
セ
ー
タ
ー
、
シ
ャ
ツ
な
ど

例：梱包明細書と記入例

※船便と航空便はそれぞれ別に作成してください。
※アルバムや記念品などのいわゆる心情的主観的な
保険金額は損害賠償の対象にはならない。

※書式は引越し業者により、多少異なる。
①内装梱包番号：荷物の番号を１から順番に記入
②品名・数量・申告価格：税関に提出します。
　●品名はできる限り詳しく記入
　●１カートンの中に数種類のものがある場合、品

目の種類ごとに⾏を改めて記入
　●同じカートンの中に特に高価な品物がある場

合、⾏を改めて記入
　●酒、たばこなどは免税範囲を超えた場合は課税

されるので、種類、容量、本数を正確に記入
　●お土産は民芸品、置き物など詳細に記入
③合計：各ページごとに記入
④総合計：最終ページのみ記入
⑤署名：各ページごとにサインする。

■ 梱包明細書 ■ ダンボールの作り方
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日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

の
衣
類
、
下
着
、
そ
の
他
日
用
雑
貨

③
Ｌ
サ
イ
ズ
…
長
め
の
衣
類
に

　
船
便
／
約
４
ｃ
ｆ
ｔ

　
航
空
便
／
約
18
ｋ
ｇ
（
容
積
重
量
）

　
例
／
和
服
、
背
広
、
コ
ー
ト
、
ワ
ン
ピ
ー

ス
梱
包
明
細
書
の
作
成
と

ダ
ン
ボ
ー
ル
の
表
示
を
記
入
す
る
。

　
自
分
で
梱
包
し
た
場
合
も
梱
包
明
細
書
を

作
る
必
要
が
あ
る
。「
例
：
梱
包
明
細
書
と

記
入
例
」
を
参
考
に
作
成
し
よ
う
。
梱
包
明

細
書
が
な
い
場
合
は
、
荷
物
の
内
容
を
メ
モ

書
き
し
て
お
き
、
引
越
し
当
日
に
梱
包
明
細

書
に
書
き
写
す
。

　
荷
物
を
詰
め
終
わ
っ
た
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
は
、

次
の
よ
う
な
表
示
を
書
き
込
む
。
特
に
、
割

れ
物
が
入
っ
て
い
る
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
は
Ｆ
Ｒ

Ａ
Ｇ
Ｉ
Ｌ
Ｅ
と
書
く
こ
と
。

3 

引
越
し
当
日

荷
物
の
仕
分
け
を
済
ま
せ
て

業
者
と
確
認
を
。

　
引
越
し
当
日
ま
で
に
、
必
ず
自
宅
の
す
べ

て
の
家
財
の
行
き
先
を
決
め
て
お
く
。
業
者

が
到
着
し
た
ら
、
改
め
て
引
き
渡
す
荷
物
を

一
緒
に
確
認
す
る
。
特
に
大
切
な
も
の
や
高

価
な
も
の
な
ど
は
あ
ら
か
じ
め
指
示
し
て
お

こ
う
。

　
仕
分
け
が
き
ち
ん
と
済
ま
さ
れ
て
い
な
い

と
、
当
日
に
運
び
出
し
し
て
は
い
け
な
い
荷

物
が
誤
っ
て
運
ば
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る

の
で
、
十
分
に
注
意
し
よ
う
。
特
に
次
の
荷

物
は
必
ず
手
荷
物
と
し
て
携
帯
す
る
。
間
違

っ
て
も
引
越
し
荷
物
と
し
て
預
け
て
し
ま
わ

な
い
よ
う
、
改
め
て
確
認
を
。

・
パ
ス
ポ
ー
ト
、
航
空
券

・
宝
石
、
貴
金
属
、
高
価
な
装
身
具
（
腕
時

計
も
含
む
）

・
貨
幣
、
紙
幣

・
株
券
、
債
券
、
証
券
、
預
貯
金
通
帳

・
ノ
ー
ト
型
パ
ソ
コ
ン
、
携
帯
で
き
る
精
密

機
器

・
代
替
が
不
可
能
な
大
切
な
も
の

梱
包
が
始
ま
っ
た
ら
、

梱
包
明
細
書
を
作
成
す
る
。

　
引
越
し
業
者
が
順
次
、
梱
包
し
て
い
く
。

こ
の
時
、
一
緒
に
荷
物
を
確
認
し
な
が
ら
自

分
自
身
で
梱
包
明
細
書
を
作
成
す
る
。
荷
物

の
通
関
や
保
険
請
求
の
際
に
必
要
な
書
類
と

な
る
の
で
、
丁
寧
に
作
成
し
よ
う
。
詳
細
は
、

右
図
を
参
考
に
。
ま
た
、
新
た
に
購
入
し
た

品
物
の
レ
シ
ー
ト
の
コ
ピ
ー
は
、
忘
れ
ず
に

業
者
に
渡
し
て
お
く
。

順
次
ト
ラ
ッ
ク
へ
積
み
込
み
終
了

控
え
は
大
切
に
保
管
を
。

　
梱
包
さ
れ
た
荷
物
か
ら
順
次
、
番
号
を
確

認
の
上
、
ト
ラ
ッ
ク
に
積
み
込
ま
れ
て
い
く
。

す
べ
て
の
荷
物
の
梱
包
が
終
了
し
た
ら
、
引

き
取
り
忘
れ
の
品
物
が
な
い
か
を
業
者
と
一

緒
に
確
認
し
よ
う
。

　
最
後
に
梱
包
明
細
書
の
控
え
と
発
送
指
示

書
の
控
え
を
受
け
取
る
。
日
本
で
の
荷
物
の

引
き
取
り
時
に
必
要
と
な
る
の
で
大
切
に
保

管
し
よ
う
。

日通の引越し アドバイス５

海外引っ越しは多くの人の手を経て輸送されますの
で事故が起きないとも限りません。しかも輸送業者
による損害の補償は運送約款によって限定されてい
ますので、十分な金額で貨物保険をかけることをお
勧めします。

引越し荷物には
「貨物保険」を。

ハートライナー保険

　ハートライナー保険は損害保険代理店でもある日通が、
そのノウハウを元に損保ジャパン株式会社に開発を依頼
した、海外引越し荷物かつ日通代理店専用の外航貨物海
上保険です。引越しのお申し込みと同時に保険手配の申
し込みができますので、手続きが簡単です。ハートライ
ナー保険以外の場合には おかけになる保険会社または
お勤め先の保険担当者に相談してください。

お申し込み時の注意点

 　ハートライナー保険お申し込みの際は次の点に注意し
て下さい。梱包明細書若しくはハートライナー保険・保
険付き保リストに記載された申告価格が保険金お支払い
の限度額となります。

お支払いする主な損害

 ・ 輸送中に家具が壊れてしまった：家具の修理代をお支
払いします。

 ・ 衣類が汚れてしまった：クリーニング費用をお支払い
します。

 ・ 6客あるコーヒーカップのうち２客が壊れてしまった：
壊れた2客分についてお支払いします。6客分全額は
お支払いできません。

 ・ 大切なアルバムがなくなってしまった：原則として保
険付保リスト、または梱包明細書記載の金額を限度に、
客観的判断によるアルバムの価格をお支払いします。

 ・ 引越先で一週間後に火災が発生し、荷物が全焼してし
まった：原則として総額付保リスト等の保険書類に記
載の金額を限度として、全焼した荷物の再調達費用
をお支払いします。

お支払いできない主な損害

 ・ 金物や革製品などに自然に発⽣した錆やカビなど荷物
の固有の欠損若しくは性質に起因して⽣じた損害

 ・ オーディオパソコン（データを含む）などの電化製品に
⽣じた原因不明の作動不良・故障による損害又は調
整費用

 ・ 自動車のまがり、へこみ、擦り傷。ただし、輸送中に
⽣じた損害はお支払いします。

 ・ 美術品や骨董品などの貴重品が損害を被ったための格
落ち

 ・ 楽器類の音質・音色の変化、弦の緩みなど自然に⽣じ
る不調

 ・ サイバー攻撃によって⽣じた損害・(被保険者が事業
者の場合にかぎり適用　※事業者には個人事業主も含む

破損などがあった場合の連絡

　お荷物の配達が済みましたら全てのお荷物を開けて異
常がないかどうか確かめてください。お荷物に損害があ
った場合には営業担当者に速やかにご連絡願います。

壊れものが入っているカートン
は、引越当日、作業員が確認しま
すので、開けておいてください。

１番からの荷物の通し番号

お名前 目的地
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日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

日
本
帰
国
時
の

空
港
で
の
手
続
き

入
国
審
査
の
後
、
税
関
の
手
荷
物
検
査
で

別
送
品
申
告
書
を
提
出
す
る
。

　
日
本
に
到
着
し
た
ら
、
到
着
空
港
で
別
送

品
申
告
の
手
続
き
を
行
う
の
を
忘
れ
ず
に
。

　
船
便
や
航
空
便
な
ど
で
輸
送
さ
れ
た
引
越

し
荷
物
は
、
日
本
に
到
着
し
た
の
ち
、
輸
入

が
禁
止
・
規
制
さ
れ
る
品
物
や
、
免
税
範
囲

を
超
え
る
品
物
の
有
無
に
つ
い
て
税
関
の
審

査
を
受
け
る
。
こ
の
時
、
正
確
で
ス
ム
ー
ズ

な
通
関
を
す
る
た
め
に
、
別
送
品
申
告
の
手

続
き
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

別
送
品
申
告
の
手
続
き
方
法

　
別
送
品
申
告
は
以
下
の
手
順
で
行
う
。

①
機
内
で
申
告
書
を
記
入
す
る

　
飛
行
機
が
日
本
に
到
着
す
る
前
に
「
携
帯

品
・
別
送
品
申
告
書
」
が
配
布
さ
れ
る
。
こ

の
時
、
２
枚
受
け
取
り
、
同
じ
内
容
を
記
入

し
て
お
く
。
記
入
方
法
は
右
図
の
「
記
入
例

と
作
成
上
の
注
意
」
を
参
照
に
。
な
お
、
機

内
で
入
手
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
到
着
空

港
の
税
関
検
査
上
で
入
手
し
て
作
成
す
る
。

②
入
国
審
査
を
受
け
る
※
有
人
窓
口
へ

日
本
で
無
事
に
荷
物
を
受
け
取
る
た
め
に
、
帰
国
後
も
気
を
抜
か
な
い
よ
う
に
。

帰
国
空
港
で
の
別
送
品
申
告
、
輸
入
通
関
、
そ
し
て
荷
物
の
配
達
ま
で
し
っ
か
り
予
定
し
て
お
く
。

準
備
❻

帰
国
時
の
別
送
品
申
告
と
荷
物
の
配
達

　
到
着
後
、
入
国
審
査
を
受
け
る
。
こ
の
時
、

自
動
化
ゲ
ー
ト
で
は
な
く
て
、
有
人
窓
口
を

利
用
し
よ
う
。
の
ち
に
引
越
し
荷
物
が
輸
入

通
関
審
査
を
受
け
る
際
に
、
パ
ス
ポ
ー
ト
に

押
印
さ
れ
た
入
国
管
理
局
の
帰
国
印
の
コ
ピ

ー
を
提
出
す
る
。
し
か
し
、
自
動
化
ゲ
ー
ト

の
場
合
、
旅
券
上
に
帰
国
印
が
押
印
さ
れ
な

い
の
で
、
従
来
の
有
人
窓
口
を
利
用
す
る
こ

と
。

③
税
関
に
申
告
書
を
提
出
す
る

　
入
国
審
査
の
後
、
荷
物
を
受
け
取
り
、
税

関
の
手
荷
物
の
検
査
へ
進
む
。こ
の
時
に「
携

帯
品
・
別
送
品
申
告
書
」
２
枚
を
税
関
員
に

提
出
す
る
。
税
関
員
が
確
認
し
た
上
で
、
１

枚
は
税
関
が
保
有
し
、
１
枚
は
返
却
さ
れ
る
。

税
関
の
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
か
め
た
上
で
受
け
取
ろ
う

　
も
し
、
到
着
出
口
を
出
て
し
ま
っ
た
後
に

申
告
書
に
ス
タ
ン
プ
が
な
い
こ
と
に
気
が
つ

い
た
場
合
や
、
申
告
を
忘
れ
た
こ
と
に
気
が

つ
い
た
場
合
に
は
、
空
港
職
員
に
相
談
す
る

こ
と
。

④
空
港
の
引
越
し
業
者
受
付
カ
ウ
ン
タ
ー
へ

　
通
常
、
引
越
し
荷
物
の
輸
入
通
関
手
続
き

は
引
越
し
業
者
が
代
行
し
て
く
れ
る
。
税
関

で
受
け
取
っ
た「
携
帯
品
・
別
送
品
申
告
書
」

は
通
関
代
行
の
際
に
必
要
な
書
類
と
な
る
の

で
、
速
や
か
に
引
越
し
業
者
へ
手
渡
す
必
要

が
あ
る
。
業
者
に
よ
っ
て
は
、
空
港
内
到
着

ロ
ビ
ー
に
申
告
書
受
付
専
用
カ
ウ
ン
タ
ー
を

設
け
て
い
る
の
で
、
す
ぐ
に
預
け
て
お
く
と

安
心
だ
（「
日
通
の
引
越
し
ア
ド
バ
イ
ス
７
」

を
参
照
）。
こ
の
時
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
の

通
関
に
必
要
な
書
類
も
一
緒
に
預
け
る
こ
と
。

2 
輸
入
通
関

引
越
し
荷
物
が
日
本
到
着
。

通
関
手
続
き
を
受
け
る
。

　
引
越
し
荷
物
が
日
本
に
到
着
す
る
と
、
税

関
に
よ
る
荷
物
検
査
が
行
わ
れ
た
上
で
、
輸

入
が
許
可
さ
れ
る
（
輸
入
通
関
）。
通
関
手

続
き
は
引
越
し
業
者
が
代
行
し
て
行
う
の

で
、
日
本
に
到
着
し
た
ら
速
や
か
に
通
関
に

必
要
な
書
類
を
、
引
越
し
業
者
に
郵
送
す
る

な
ど
し
て
渡
し
て
お
こ
う
。
必
要
と
な
る
主

な
書
類
は
以
下
。

●
携
帯
品
別
送
品
申
告
書

●
パ
ス
ポ
ー
ト
コ
ピ
ー
（
顔
写
真
、出
国
印
、

帰
国
印
、
Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
各
ペ
ー
ジ
）

●
梱
包
明
細
書

●
そ
の
他
（
必
要
に
応
じ
て
）
ス
ー
ツ
ケ
ー

ス
等
の
鍵
、
購
入
品
の
レ
シ
ー
ト
コ
ピ
ー

（
新
品
を
持
ち
帰
っ
た
場
合
）

●
そ
の
他
特
別
な
書
類

●
通
関
委
任
状
、
配
達
依
頼
書

　
た
だ
し
、
申
告
を
行
う
税
関
に
よ
り
、
必

要
書
類
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
航

空
便
と
船
便
は
同
時
に
は
通
関
で
き
な
い
。

詳
細
は
依
頼
し
て
い
る
業
者
に
確
認
し
よ
う
。

　
ま
た
帰
国
時
に
、
携
帯
品
・
別
送
品
申
告

書
の
作
成
を
忘
れ
、
税
関
に
提
出
で
き
な

か
っ
た
場
合
は
、
特
別
な
手
続
き
が
必
要
と

な
る
上
、
お
土
産
や
新
品
、
タ
バ
コ
な
ど
の

免
税
の
適
用
は
な
く
な
る
の
で
要
注
意
だ
。

書
類
の
不
備
や
免
税
範
囲
を
超
え
る
品
物
が

あ
る
場
合
は
都
度
確
認
が
必
要
。

　
税
関
で
は
、書
類
が
不
足
し
て
い
な
い
か
、

新
品
が
あ
る
場
合
に
は
レ
シ
ー
ト
コ
ピ
ー
が

不
足
し
て
い
な
い
か
な
ど
、
書
類
の
審
査
を

行
い
、
そ
の
後
、
荷
物
検
査
が
行
わ
れ
る
。

書
類
と
荷
物
の
内
容
が
合
っ
て
い
る
か 

輸

入
禁
制
品
が
入
っ
て
い
な
い
か
な
ど
が
検
査

さ
れ
、
お
酒
や
新
品
な
ど
が
免
税
枠
を
超
え

て
い
る
場
合
に
は
課
税
さ
れ
る
。

　
な
お
、
課
税
さ
れ
た
場
合
に
は
、
税
関
に

税
金
を
納
め
な
い
と
輸
入
は
許
可
さ
れ
な

い
。

輸
入
禁
止
品
が
発
見
さ
れ
た
場
合

　
日
本
国
の
法
律
に
よ
り
輸
入
が
禁
止
さ
れ

て
い
る
品
物
は
、
海
外
か
ら
の
国
内
持
ち
込

み
は
で
き
な
い
（
準
備
４
を
参
照
）。

　
輸
入
禁
止
品
を
輸
入
し
よ
う
と
し
て
、
荷

物
検
査
の
際
に
発
見
さ
れ
た
場
合
は
、
通
関

手
続
に
遅
れ
が
生
じ
る
ば
か
り
で
な
く
、
関

税
法
等
に
よ
る
処
罰
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る

の
で
、
十
分
注
意
が
必
要
。

※
参
考
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：
税
関
「
関
税
法
の
罰
条
」

h
ttp

://w
w

w
.cu

sto
m

s.g
o

.jp
/

shiryo/batsujo.htm

　
ま
た
こ
の
時
、
代
行
業
者
側
に
予
定
外
の

作
業
が
発
生
し
た
場
合
、
諸
作
業
に
か
か
っ

た
費
用
は
自
己
負
担
と
な
る
。

3 

お
荷
物
の
配
達

輸
入
通
関
が
終
了
次
第
、
荷
物
の
配
達
。

事
前
に
準
備
を
済
ま
せ
て
お
く
。

　
輸
入
通
関
が
終
了
次
第
、
荷
物
が
配
達
さ

れ
る
の
で
、
準
備
を
し
て
お
く
。
こ
の
時
、

日
本
に
残
し
て
お
い
た
も
の
（
残
置
荷
物
）

を
先
に
受
け
取
っ
て
お
く
と
、
荷
物
の
整
理

が
楽
に
で
き
る
。

　
ま
た
梱
包
明
細
書
を
参
考
に
、
ど
の
部
屋

に
ど
の
お
荷
物
を
入
れ
る
か
決
め
て
お
こ

う
。
ス
ム
ー
ズ
に
荷
物
を
引
き
取
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
管
理
人
が
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
場
合

に
は
、
引
越
し
の
日
付
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の

使
用
許
可
、
駐
車
場
の
確
保
、
オ
ー
ト
ロ
ッ

ク
の
解
除
な
ど
を
管
理
人
に
伝
え
て
お
く
。

配
達
当
日

　
配
達
当
日
は
、
引
越
し
業
者
が
梱
包
番
号

を
読
み
上
げ
る
の
で
、
ど
の
部
屋
に
入
れ
る

か
指
示
し
よ
う
。
す
べ
て
の
荷
物
を
引
き

取
っ
た
ら
、
業
者
と
改
め
て
不
足
し
て
い
る

荷
物
が
な
い
か
確
認
す
る
。

　
冷
蔵
庫
は
設
置
後
、
ガ
ス
が
安
定
す
る
ま

で
３
時
間
程
度
待
っ
て
か
ら
電
源
を
入
れ

る
。
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日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

日
本
帰
国
時
の

空
港
で
の
手
続
き

入
国
審
査
の
後
、
税
関
の
手
荷
物
検
査
で

別
送
品
申
告
書
を
提
出
す
る
。

　
日
本
に
到
着
し
た
ら
、
到
着
空
港
で
別
送

品
申
告
の
手
続
き
を
行
う
の
を
忘
れ
ず
に
。

　
船
便
や
航
空
便
な
ど
で
輸
送
さ
れ
た
引
越

し
荷
物
は
、
日
本
に
到
着
し
た
の
ち
、
輸
入

が
禁
止
・
規
制
さ
れ
る
品
物
や
、
免
税
範
囲

を
超
え
る
品
物
の
有
無
に
つ
い
て
税
関
の
審

査
を
受
け
る
。
こ
の
時
、
正
確
で
ス
ム
ー
ズ

な
通
関
を
す
る
た
め
に
、
別
送
品
申
告
の
手

続
き
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

別
送
品
申
告
の
手
続
き
方
法

　
別
送
品
申
告
は
以
下
の
手
順
で
行
う
。

①
機
内
で
申
告
書
を
記
入
す
る

　
飛
行
機
が
日
本
に
到
着
す
る
前
に
「
携
帯

品
・
別
送
品
申
告
書
」
が
配
布
さ
れ
る
。
こ

の
時
、
２
枚
受
け
取
り
、
同
じ
内
容
を
記
入

し
て
お
く
。
記
入
方
法
は
右
図
の
「
記
入
例

と
作
成
上
の
注
意
」
を
参
照
に
。
な
お
、
機

内
で
入
手
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
到
着
空

港
の
税
関
検
査
上
で
入
手
し
て
作
成
す
る
。

②
入
国
審
査
を
受
け
る
※
有
人
窓
口
へ

日
本
で
無
事
に
荷
物
を
受
け
取
る
た
め
に
、
帰
国
後
も
気
を
抜
か
な
い
よ
う
に
。

帰
国
空
港
で
の
別
送
品
申
告
、
輸
入
通
関
、
そ
し
て
荷
物
の
配
達
ま
で
し
っ
か
り
予
定
し
て
お
く
。

準
備
❻

帰
国
時
の
別
送
品
申
告
と
荷
物
の
配
達

　
到
着
後
、
入
国
審
査
を
受
け
る
。
こ
の
時
、

自
動
化
ゲ
ー
ト
で
は
な
く
て
、
有
人
窓
口
を

利
用
し
よ
う
。
の
ち
に
引
越
し
荷
物
が
輸
入

通
関
審
査
を
受
け
る
際
に
、
パ
ス
ポ
ー
ト
に

押
印
さ
れ
た
入
国
管
理
局
の
帰
国
印
の
コ
ピ

ー
を
提
出
す
る
。
し
か
し
、
自
動
化
ゲ
ー
ト

の
場
合
、
旅
券
上
に
帰
国
印
が
押
印
さ
れ
な

い
の
で
、
従
来
の
有
人
窓
口
を
利
用
す
る
こ

と
。

③
税
関
に
申
告
書
を
提
出
す
る

　
入
国
審
査
の
後
、
荷
物
を
受
け
取
り
、
税

関
の
手
荷
物
の
検
査
へ
進
む
。こ
の
時
に「
携

帯
品
・
別
送
品
申
告
書
」
２
枚
を
税
関
員
に

提
出
す
る
。
税
関
員
が
確
認
し
た
上
で
、
１

枚
は
税
関
が
保
有
し
、
１
枚
は
返
却
さ
れ
る
。

税
関
の
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
か
め
た
上
で
受
け
取
ろ
う

　
も
し
、
到
着
出
口
を
出
て
し
ま
っ
た
後
に

申
告
書
に
ス
タ
ン
プ
が
な
い
こ
と
に
気
が
つ

い
た
場
合
や
、
申
告
を
忘
れ
た
こ
と
に
気
が

つ
い
た
場
合
に
は
、
空
港
職
員
に
相
談
す
る

こ
と
。

④
空
港
の
引
越
し
業
者
受
付
カ
ウ
ン
タ
ー
へ

　
通
常
、
引
越
し
荷
物
の
輸
入
通
関
手
続
き

は
引
越
し
業
者
が
代
行
し
て
く
れ
る
。
税
関

で
受
け
取
っ
た「
携
帯
品
・
別
送
品
申
告
書
」

は
通
関
代
行
の
際
に
必
要
な
書
類
と
な
る
の

で
、
速
や
か
に
引
越
し
業
者
へ
手
渡
す
必
要

が
あ
る
。
業
者
に
よ
っ
て
は
、
空
港
内
到
着

ロ
ビ
ー
に
申
告
書
受
付
専
用
カ
ウ
ン
タ
ー
を

設
け
て
い
る
の
で
、
す
ぐ
に
預
け
て
お
く
と

安
心
だ
（「
日
通
の
引
越
し
ア
ド
バ
イ
ス
７
」

を
参
照
）。
こ
の
時
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
の

通
関
に
必
要
な
書
類
も
一
緒
に
預
け
る
こ
と
。
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輸
入
通
関

引
越
し
荷
物
が
日
本
到
着
。

通
関
手
続
き
を
受
け
る
。

　
引
越
し
荷
物
が
日
本
に
到
着
す
る
と
、
税

関
に
よ
る
荷
物
検
査
が
行
わ
れ
た
上
で
、
輸

入
が
許
可
さ
れ
る
（
輸
入
通
関
）。
通
関
手

続
き
は
引
越
し
業
者
が
代
行
し
て
行
う
の

で
、
日
本
に
到
着
し
た
ら
速
や
か
に
通
関
に

必
要
な
書
類
を
、
引
越
し
業
者
に
郵
送
す
る

な
ど
し
て
渡
し
て
お
こ
う
。
必
要
と
な
る
主

な
書
類
は
以
下
。

●
携
帯
品
別
送
品
申
告
書

●
パ
ス
ポ
ー
ト
コ
ピ
ー
（
顔
写
真
、出
国
印
、

帰
国
印
、
Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
各
ペ
ー
ジ
）

●
梱
包
明
細
書

●
そ
の
他
（
必
要
に
応
じ
て
）
ス
ー
ツ
ケ
ー

ス
等
の
鍵
、
購
入
品
の
レ
シ
ー
ト
コ
ピ
ー

（
新
品
を
持
ち
帰
っ
た
場
合
）

●
そ
の
他
特
別
な
書
類

●
通
関
委
任
状
、
配
達
依
頼
書

　
た
だ
し
、
申
告
を
行
う
税
関
に
よ
り
、
必

要
書
類
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
航

空
便
と
船
便
は
同
時
に
は
通
関
で
き
な
い
。

詳
細
は
依
頼
し
て
い
る
業
者
に
確
認
し
よ
う
。

　
ま
た
帰
国
時
に
、
携
帯
品
・
別
送
品
申
告

書
の
作
成
を
忘
れ
、
税
関
に
提
出
で
き
な

か
っ
た
場
合
は
、
特
別
な
手
続
き
が
必
要
と

な
る
上
、
お
土
産
や
新
品
、
タ
バ
コ
な
ど
の

免
税
の
適
用
は
な
く
な
る
の
で
要
注
意
だ
。

書
類
の
不
備
や
免
税
範
囲
を
超
え
る
品
物
が

あ
る
場
合
は
都
度
確
認
が
必
要
。

　
税
関
で
は
、書
類
が
不
足
し
て
い
な
い
か
、

新
品
が
あ
る
場
合
に
は
レ
シ
ー
ト
コ
ピ
ー
が

不
足
し
て
い
な
い
か
な
ど
、
書
類
の
審
査
を

行
い
、
そ
の
後
、
荷
物
検
査
が
行
わ
れ
る
。

書
類
と
荷
物
の
内
容
が
合
っ
て
い
る
か 

輸

入
禁
制
品
が
入
っ
て
い
な
い
か
な
ど
が
検
査

さ
れ
、
お
酒
や
新
品
な
ど
が
免
税
枠
を
超
え

て
い
る
場
合
に
は
課
税
さ
れ
る
。

　
な
お
、
課
税
さ
れ
た
場
合
に
は
、
税
関
に

税
金
を
納
め
な
い
と
輸
入
は
許
可
さ
れ
な

い
。

輸
入
禁
止
品
が
発
見
さ
れ
た
場
合

　
日
本
国
の
法
律
に
よ
り
輸
入
が
禁
止
さ
れ

て
い
る
品
物
は
、
海
外
か
ら
の
国
内
持
ち
込

み
は
で
き
な
い
（
準
備
４
を
参
照
）。

　
輸
入
禁
止
品
を
輸
入
し
よ
う
と
し
て
、
荷

物
検
査
の
際
に
発
見
さ
れ
た
場
合
は
、
通
関

手
続
に
遅
れ
が
生
じ
る
ば
か
り
で
な
く
、
関

税
法
等
に
よ
る
処
罰
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る

の
で
、
十
分
注
意
が
必
要
。

※
参
考
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：
税
関
「
関
税
法
の
罰
条
」

h
ttp

://w
w

w
.cu

sto
m

s.g
o

.jp
/

shiryo/batsujo.htm

　
ま
た
こ
の
時
、
代
行
業
者
側
に
予
定
外
の

作
業
が
発
生
し
た
場
合
、
諸
作
業
に
か
か
っ

た
費
用
は
自
己
負
担
と
な
る
。

3 

お
荷
物
の
配
達

輸
入
通
関
が
終
了
次
第
、
荷
物
の
配
達
。

事
前
に
準
備
を
済
ま
せ
て
お
く
。

　
輸
入
通
関
が
終
了
次
第
、
荷
物
が
配
達
さ

れ
る
の
で
、
準
備
を
し
て
お
く
。
こ
の
時
、

日
本
に
残
し
て
お
い
た
も
の
（
残
置
荷
物
）

を
先
に
受
け
取
っ
て
お
く
と
、
荷
物
の
整
理

が
楽
に
で
き
る
。

　
ま
た
梱
包
明
細
書
を
参
考
に
、
ど
の
部
屋

に
ど
の
お
荷
物
を
入
れ
る
か
決
め
て
お
こ

う
。
ス
ム
ー
ズ
に
荷
物
を
引
き
取
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
管
理
人
が
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
場
合

に
は
、
引
越
し
の
日
付
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の

使
用
許
可
、
駐
車
場
の
確
保
、
オ
ー
ト
ロ
ッ

ク
の
解
除
な
ど
を
管
理
人
に
伝
え
て
お
く
。

配
達
当
日

　
配
達
当
日
は
、
引
越
し
業
者
が
梱
包
番
号

を
読
み
上
げ
る
の
で
、
ど
の
部
屋
に
入
れ
る

か
指
示
し
よ
う
。
す
べ
て
の
荷
物
を
引
き

取
っ
た
ら
、
業
者
と
改
め
て
不
足
し
て
い
る

荷
物
が
な
い
か
確
認
す
る
。

　
冷
蔵
庫
は
設
置
後
、
ガ
ス
が
安
定
す
る
ま

で
３
時
間
程
度
待
っ
て
か
ら
電
源
を
入
れ

る
。

30

1

日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

(A面) 日本国税関

税関様式Ｃ第５３６０号

名 名 名

（ 個 ）

携携帯帯品品・・別別送送品品申申告告書書

下記及び裏面の事項について記入し、税関職員へ提出してください。

家族が同時に検査を受ける場合は、代表者が１枚提出してください。

搭搭乗乗機機（（船船））名名 出出 発発 地地

入入 国国 日日 年 月 日

氏氏 名名

フリガナ

現現 住住 所所

(( 日日 本本 でで

のの

滞滞 在在 先先 ))
電 話 ( )

職職 業業

生生年年月月日日 年 月 日

旅旅券券番番号号

パスポート番号

同同伴伴家家族族 ２０歳以上 ６歳以上２０歳未満 ６歳未満　

※　以下の質問について、該当する□に"✓"でチェックしてください。

１.下記に掲げるものを持っていますか？ はい いいえ

① 麻薬、銃砲、爆発物等の日本への持込みが

   禁止されているもの（Ｂ面１．を参照）

② 肉製品、野菜、果物、動植物等の日本への持

   込みが制限されているもの（Ｂ面２．を参照）

③ 金地金又は金製品

④ 免税範囲（Ｂ面３．を参照）を超える

   購入品・お土産品・贈答品など

⑤ 商業貨物・商品サンプル

⑥ 他人から預かったもの(スーツケースなど運搬用具

   や理由を明らかにされず渡されたものを含む）

＊上記のいずれかで「はい」を選択した方は、Ｂ面に入国時

　に携帯して持ち込むものを記入してください。

２.100万円相当額を超える現金、有価証券又

 は１kgを超える貴金属などを持っていますか？

はい いいえ

＊「はい」を選択した方は、別途「支払手段等の携帯輸出・

　輸入申告書」を提出してください。

３.別送品
 入国の際に携帯せず、郵送などの方法により別に

送った荷物(引越荷物を含む。)がありますか？

はい いいえ

＊「はい」を選択した方は、入国時に携帯して持ち込むものをＢ面

に記入したこの申告書を２部、税関に提出して、税関の確認を受け

てください。（入国後６か月以内に輸入するものに限る。）確認を

受けた申告書は、別送品を通関する際に必要となります。

《《注注意意事事項項》》

  海外又は日本出国時及び到着時に免税店で購入したもの、預かって

きたものなど日本に持ち込む携帯品・別送品については、法令に基

づき、税関に申告し、必要な検査を受ける必要があります。申申告告漏漏

れれ、、偽偽りりのの申申告告ななどどのの不不正正なな行行為為ががああるる場場合合はは、、処処罰罰さされれるるここととがが

あありりまますす。。

この申告書に記載したとおりである旨申告します。

　署　名

※

本

＊税関記入欄

本

箱

本

ｸﾞﾗﾑ

ｵﾝｽ

(Ｂ面)

入入国国時時にに携携帯帯ししてて持持ちち込込むむももののににつついいてて、、下下記記のの

表表にに記記入入ししててくくだだささいい。。（（ＡＡ面面のの１１．．及及びび３３．．でで

すすべべてて「「いいいいええ」」をを選選択択ししたた方方はは記記入入すするる必必要要はは

あありりまませせんん。。））

(注) 「その他の品名」欄は、申告を行う入国者本人（同伴家

族を含む）の個人的使用に供する購入品等に限り、１品目毎

の海外市価の合計額が１万円以下のものは記入不要です。

また、別送品も記入不要です。

酒　　　　　類

たばこ

紙　巻

葉　巻

その他

香　　　　水

その他の品名 数　量 価　　格

＊税関記入欄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

１１．．日日本本へへのの持持込込みみがが禁禁止止さされれてていいるる主主ななもものの

 ① 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、覚醒剤、MDMA、指定薬物など

 ② 拳銃等の銃砲、これらの銃砲弾や拳銃部品

 ③ 爆発物、火薬類、化学兵器原材料、炭疽菌等の病原体など

 ④ 貨幣・紙幣・有価証券・ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞなどの偽造品など

 ⑤ わいせつ雑誌、わいせつDVD、児童ポルノなど

 ⑥ 偽ブランド品、海賊版などの知的財産侵害物品

加熱式

２２．．日日本本へへのの持持込込みみがが制制限限さされれてていいるる主主ななもものの

 ① 猟銃、空気銃及び日本刀などの刀剣類

 ② ワシントン条約により輸入が制限されている動植物及び

    その製品(ﾜﾆ・ﾍﾋﾞ・ﾘｸｶﾞﾒ・象牙・じゃ香・ｻﾎﾞﾃﾝなど)

 ③ 事前に検疫確認が必要な生きた動植物、肉製品(ｿｰｾｰｼﾞ・

    ｼﾞｬｰｷｰ類を含む。)、野菜、果物、米など

 ＊ 事前に動物・植物検疫カウンターでの確認が必要です。

３３．．免免税税範範囲囲（（一一人人ああたたりり。。乗乗組組員員をを除除くく。。））

携携帯帯品品・・別別送送品品申申告告書書のの記記載載にに御御協協力力頂頂ききあありりががととううごござざいいままししたた。。日日本本

にに入入国国（（帰帰国国））さされれるるすすべべててのの方方はは、、法法令令にに基基づづきき、、ここのの申申告告書書をを税税関関にに

提提出出ししてていいたただだくく必必要要ががあありりまますす。。引引きき続続きき税税関関検検査査へへのの御御協協力力ををよよろろしし

くくおお願願いいししまますす。。

 ・酒類３本（７６０mlを１本と換算する。）

 ・紙巻たばこ4００本   （外国製、日本製の区分なし。）

 ＊ ２０歳未満の方は酒類とたばこの免税範囲はありません。

 ・海外市価の合計額が２０万円の範囲に納まる品物

   (入国者の個人的使用に供するものに限る。)

 ＊ 海外市価とは、外国における通常の小売価格（購入価格）です。

 ＊ １個で２０万円を超える品物の場合は、その全額に課税されます。

 ＊ ６歳未満のお子様は、おもちゃなど子供本人が使用するもの以外

     は免税になりません。

お荷物配達時のサービス内容は改めて確認を！
日通の引越し アドバイス６

1 お荷物の長期保管は有料です！

　引越し荷物は輸入通関が終了次第、配達されます。弊社倉庫搬
入後３１日目以降は荷物の保管料が発⽣いたします。
　また、配達当日にお持ちした荷物を、改めて別の場所へ配達す
る、あるいは当社での一時預かりを急遽ご希望される場合も別途
費用が発⽣します。荷物配達の当日までに、ご新居での荷物のレ
イアウトを明確に決めておくようにしてください。

2 ダンボールの開梱などオプション作業

　船便の場合、①家具類の開梱設置、②ダンボールの搬入、③不
要資材引取（後日）を含みます（日通スタンダードサービスの場合）。
　その他、以下の作業はオプションとなります。
●ダンボールの開梱　●新品組立家具の組立
●荷物の一時保管　　●2か所以上への配送
　一方、航空便は玄関先のお渡しです。後日、船便のお渡しがあ
る場合にはその際に使用済みダンボールを回収いたします。

■ 「携帯品・別送品申告書」と作成上の注意

入国（帰国）時に、家族が同時に税関検査を受ける場合には、代表者
が申告書を記入し「同伴家族」欄に代表者本人を除く同伴家族の人数
を記入してください。
こちらに記載された方に対し、免税範囲、数量制限が適用されます。
ご家族でご帰国日が異なる場合は、別途ご相談ください。

携帯品の申告欄
「酒類」・「たばこ」・「香水」・「その他の物品」については携
帯品として持ち込んだ場合のみ、その本数、数量、品名などを記
入してください。別送品（引越荷物）で発送される場合は、お酒
等があっても記入は不要です。

現住所（日本で
の滞在先）が未
定の場合は、ご
実家など連絡の
取れる住所をご
記入ください。
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日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

　
日
通
で
は
、
迅
速
に
荷
物
の
通
関
準
備
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
成
田
・
羽
田
・
関
西
・

中
部
・
福
岡
の
各
国
際
空
港
で
携
行
品
・
別
送

品
申
告
書
と
パ
ス
ポ
ー
ト
を
お
預
か
り
す
る
サ

ー
ビ
ス
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
各
空
港
の
別
送

品
申
告
書
等
受
付
カ
ウ
ン
タ
ー
に
お
立
ち
寄
り

く
だ
さ
い
。
こ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
で
お
荷
物
の
輸

入
通
関
の
委
任
状
を
ご
記
入
い
た
だ
き
ま
す
。

　
新
千
歳
空
港
、
仙
台
空
港
、
広
島
空
港
で
は

お
預
か
り
サ
ー
ビ
ス
カ
ウ
ン
タ
ー
の
設
置
が
ご

ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
お
手
数
で
す
が「
携
帯
品
・

別
送
品
申
告
書
」
と
「
パ
ス
ポ
ー
ト
・
コ
ピ
ー
」

を
日
本
通
運
担
当
店
所
へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
注
意

 

・ 

滞
在
地
で
パ
ス
ポ
ー
ト
を
更
新
し
て
い
る
場

合
に
は
古
い
パ
ス
ポ
ー
ト
も
必
要
で
す
。
日

本
を
出
国
し
た
日
の
ス
タ
ン
プ
の
ペ
ー
ジ
を

コ
ピ
ー
し
ま
す
。
な
い
場
合
に
は
出
国
し
た

年
月
日
を
口
頭
で
伝
え
て
く
だ
さ
い
。
パ
ス

ポ
ー
ト
は
コ
ピ
ー
を
取
り
そ
の
場
で
お
返
し

し
ま
す
。

・
ビ
ザ
滞
在
許
可
書
等
を
パ
ス
ポ
ー
ト
と
は
別

で
お
持
ち
の
場
合
は
、
コ
ピ
ー
を
取
り
そ
の

場
で
お
返
し
し
ま
す
。
出
国
ま
で
に
滞
在
先

で
Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ
等
を
返
納
さ
れ
る
場
合
は
事
前

に
コ
ピ
ー
を
取
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

・
鍵
の
か
か
っ
た
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
な
ど
が
あ
る

場
合
に
は
鍵
を
預
け
て
く
だ
さ
い
。

到
着
空
港
で
す
ぐ
に
手
続
き

「
別
送
品
受
付
カ
ウ
ン
タ
ー
」

第1旅客ターミナル到着階（1F）

https://www.narita-airport.jp/jp/成田国際空港

日
通
の
引
越
し
ア
ド
バ
イ
ス
７

※第1・第2旅客ターミナルに設置しています。第3旅客ターミナル到着の場合は、第2旅客ターミナルのカウンターをご利用ください。

JAL ABC到着宅配カウンター兼
別送品申告書等受付カウンター

受付時間　6：00〜最終便まで

〈北ウイング〉
JAL ABC到着宅配カウンター兼
別送品申告書等受付カウンター

受付時間　6：00〜最終便まで

〈南ウイング〉
JAL ABC到着宅配カウンター兼
別送品申告書等受付カウンター

受付時間　6：00〜最終便まで

第2旅客ターミナル到着階（1F）
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お
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。
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ま
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等
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日
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の
引
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し
ア
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バ
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ス
７

※第1・第2旅客ターミナルに設置しています。第3旅客ターミナル到着の場合は、第2旅客ターミナルのカウンターをご利用ください。

JAL ABC到着宅配カウンター兼
別送品申告書等受付カウンター

受付時間　6：00〜最終便まで

〈北ウイング〉
JAL ABC到着宅配カウンター兼
別送品申告書等受付カウンター

受付時間　6：00〜最終便まで

〈南ウイング〉
JAL ABC到着宅配カウンター兼
別送品申告書等受付カウンター

受付時間　6：00〜最終便まで

第2旅客ターミナル到着階（1F）
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日

本

・

本

帰

国

ガ

イ

ド

第３旅客ターミナル到着階（2F）

https://www.haneda-airport.jp/

羽田空港（東京国際空港）

JALABC到着宅配カウンター
受付時間　24時間

http://www.kansai-airport.or.jp/

関西国際空港

関西エアポートバゲージサービス
受付時間　6：30〜22：30

第1旅客ターミナル到着階（1F）

https://www.centrair.jp/

中部国際空港

保税手荷物受取所 
受付時間　7：00〜22：00

第1旅客ターミナル到着階（2F）

https://www.fukuoka-airport.jp/

福岡空港

宅配カウンター
（手荷物宅配・手荷物一時預かり）
受付時間　8:00~21:40

国際線旅客ターミナル到着階（1F）

第2旅客ターミナル国内線到着階（1F）

日本通運宅配カウンター
受付時間　8：00〜19：00

※国際線到着ロビーは２Fとなります。
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※各種事情により営業時間変更の場合があります。
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